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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１メディア・ソースおよび第２メディア・ソースとクライアント・デバイスとが接続
されるホーム・ネットワークにおいて使用する方法であって、
　前記第１メディア・ソースおよび前記第２メディア・ソースの少なくとも１つが、前記
ホーム・ネットワークに接続される前記第１メディア・ソースおよび第２メディア・ソー
ス上に格納されたまたはこれらを通じてアクセス可能な、入手可能なメディア・コンテン
ツを示すデータを、前記ホーム・ネットワークを介して発行するステップと、
　前記クライアント・デバイスが、前記入手可能なメディア・コンテンツを示す前記デー
タを前記ホーム・ネットワークを介して受信するステップと、
　前記クライアント・デバイスが、該クライアント・デバイスが前記入手可能なメディア
・コンテンツまたは前記入手可能なメディア・コンテンツを識別する情報を、前記第１メ
ディア・ソースおよび前記第２メディア・ソースの前記少なくとも１つから受信すること
を許可されているか否かを判定するステップと、
　前記クライアント・デバイスが前記許可をされていない場合、前記クライアント・デバ
イスが、前記入手可能なメディア・コンテンツまたは前記入手可能なメディア・コンテン
ツを識別する情報を前記第１メディア・ソースおよび前記第２メディア・ソースの前記少
なくとも１つから受信することについて、認証を受けるステップと、
　前記クライアント・デバイスが前記許可をされているときあるいは前記認証をされたと
き、前記クライアント・デバイスが、該クライアント・デバイス上において、前記入手可
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能なメディア・コンテンツの少なくとも一部を識別する情報を表示するステップと、
　前記クライアント・デバイスが、前記入手可能なメディア・コンテンツの少なくともあ
る一部を前記クライアント・デバイスに、その後の再生のために引き入れるステップと、
を備えている、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、前記ホーム・ネットワークが、該ホーム・ネットワーク
に接続される第３のメディア・ソースを含み、前記方法が、更に、
　前記第３メディア・ソースが、該第３メディア・ソース上に格納されたまたはそれを通
じてアクセスすることができる入手可能なメディア・コンテンツを示すデータを前記ホー
ム・ネットワークを介して発行するステップを備えており、前記受信するステップは、更
に、前記クライアント・デバイスが前記第３メディア・ソースから前記入手可能なメディ
ア・コンテンツを示す前記データを前記ホーム・ネットワークを介して受信することを含
む、方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法において、前記表示するステップは、更に、前記クライアント・デ
バイスが、前記クライアント・デバイス上において、前記第３メディア・ソースからの前
記入手可能なメディア・コンテンツの少なくとも一部を識別する情報を表示することを含
む、方法。
【請求項４】
　請求項３記載の方法において、前記引き入れるステップは、更に、前記第３メディア・
ソースから前記クライアント・デバイスに、前記入手可能なメディア・コンテンツの少な
くともある一部を引き入れることを含む、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法であって、更に、
　前記クライアント・デバイスが、前記メディア・コンテンツが入手可能であることを前
記クライアント・デバイス上において表示するステップを含む、方法。
【請求項６】
　請求項５記載の方法であって、更に、
　前記クライアント・デバイスが、前記入手可能なメディア・コンテンツを識別する情報
を受信したいことを示す要求を発生するステップを含む、方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法において、前記第１および第２のメディア・ソース上に格納された
またはこれらを通じてアクセスすることができる前記入手可能なメディア・コンテンツを
示す前記データは、ブロードキャスト・プロトコルによって発行される、方法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法において、前記第１メディア・ソースは、パーソナル・コンピュー
タを含み、前記第２メディア・ソースは、セット・トップ・ボックスを含む、方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、前記発行するステップにおいて、前記第１メディア・ソ
ース上に格納されたまたはこれを通じてアクセスすることができる前記入手可能なメディ
ア・コンテンツを示す前記データは、前記第２メディア・ソース上に格納されたまたはこ
れを通じてアクセスすることができる前記入手可能なメディア・コンテンツを示す前記デ
ータとは独立して発行される、方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法であって、更に、
　前記クライアント・デバイスに引き入れるために、前記クライアント・デバイスが、前
記入手可能なメディア・コンテンツからの少なくとも第１のメディア・コンテンツを示す
ユーザ入力を受信するステップを備えた、方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の方法であって、更に、
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　前記クライアント・デバイスが、前記第１のメディア・コンテンツが既に前記クライア
ント・デバイス上に存在しているか否か判定を行うステップを備えた、方法。
【請求項１２】
　請求項１記載の方法において、前記入手可能なメディア・コンテンツの少なくともある
一部を前記クライアント・デバイスに引き入れるステップは、ユーザ・プロファイルから
の選択基準にしたがって、前記入手可能なメディア・コンテンツの前記少なくともある一
部を前記クライアント・デバイスに自動的にダウンロードすることを含む、方法。
【請求項１３】
　ホーム・ネットワークに接続される少なくとも第１メディア・ソースおよび第２メディ
ア・ソースであって、該第１および第２のメディア・ソースの少なくとも１つが、該第１
メディア・ソースおよび第２メディア・ソースの少なくとも１つに格納されたまたはこれ
らを通じてアクセスすることができる入手可能なメディア・コンテンツを示すデータを前
記ホーム・ネットワークを介して発行する、第１メディア・ソースおよび第２メディア・
ソースと、
　前記第１メディア・ソースおよび前記第２メディア・ソースの少なくとも１つと電子的
に通信する、前記ホーム・ネットワークに接続されるクライアント・デバイスであって、
該クライアント・デバイスは、
　前記入手可能なメディア・コンテンツを示す前記データを前記ホーム・ネットワークを
介して受信する入力システムと、
　前記入手可能なメディア・コンテンツの少なくとも一部を識別する情報を表示するディ
スプレイ・デバイスと、
　プロセッサ・システムであって、
　　前記クライアント・デバイスが、前記入手可能なメディア・コンテンツまたは前記入
手可能なメディア・コンテンツを識別する情報を、前記第１メディア・ソースおよび前記
第２メディア・ソースの前記少なくとも１つから受信することを許可されているか否かを
判定し、
　　前記クライアント・デバイスが前記許可をされていない場合、前記入手可能なメディ
ア・コンテンツまたは前記入手可能なメディア・コンテンツを識別する情報を前記第１メ
ディア・ソースおよび前記第２メディア・ソースの前記少なくとも１つから受信すること
について、認証を受け、
　　前記クライアント・デバイスが前記許可をされている場合あるいは前記認証を受けた
場合に、前記入手可能なメディア・コンテンツの少なくともある一部を前記クライアント
・デバイスに、その後の再生のために前記ホーム・ネットワークを介して引き入れる、プ
ロセッサ・システムと、
を含む、クライアント・デバイスと、
を備えた、システム。
【請求項１４】
　請求項１３記載のシステムであって、更に、
　前記ホーム・ネットワークに接続される第３メディア・コンテンツ・ソースを備えてお
り、該第３メディア・コンテンツ・ソースは、それ自体に格納されたまたはそれ自体を通
じてアクセスすることができる入手可能なメディア・コンテンツを示すデータを前記ホー
ム・ネットワークを介して発行し、前記クライアント・デバイスの前記入力システムが、
前記第３メディア・ソースから前記入手可能なメディア・コンテンツを示す前記データを
受信するために、前記第３メディア・ソースと電子的に通信する、システム。
【請求項１５】
　請求項１４記載のシステムにおいて、前記ディスプレイ・デバイスは、更に、前記第３
メディア・ソースからの前記入手可能なメディア・コンテンツの少なくとも一部を識別す
る情報を表示する、システム。
【請求項１６】
　請求項１５記載のシステムにおいて、前記プロセッサ・システムは、更に、前記第３メ
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ディア・ソースから前記クライアント・デバイスに、前記入手可能なメディア・コンテン
ツの少なくともある一部を前記ホーム・ネットワークを介して引き入れることを含む、シ
ステム。
【請求項１７】
　請求項１３記載のシステムにおいて、前記ディスプレイ・デバイスは、更に、前記第１
および第２のメディア・ソースの前記少なくとも１つからメディア・コンテンツが入手可
能であることを表示する、システム。
【請求項１８】
　請求項１７記載のシステムにおいて、前記クライアント・デバイスの前記プロセッサ・
システムは、更に、前記入手可能なメディア・コンテンツを識別する情報を受信したいこ
とを示すデータを生成する、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、（１つ以上のデスクトップＰＣ、セット・トップ・ボックス、
サーバ等のような）多数のソースに位置するメディア・コンテンツに関する情報を凝集し
、これら多数のソースからユーザにクライアント・デバイスを通じて入手可能なメディア
・コンテンツの統一リストを供給するためのシステム、方法およびコンピュータ実行可能
命令を格納したコンピュータ読み取り可能媒体に関する。このように、ユーザは、１箇所
（例えば、クライアント・デバイス）において、クライアント・デバイスを多数の異なる
ソースに対して多数の接続を行うことなく、多数のソース（例えば、彼または彼女のホー
ム・ネットワーク）に位置する全ての入手可能なメディア・コンテンツを便利に用いるこ
とができ、更に彼／彼女はこれら多数のソースからクライアント・デバイスに所望のメデ
ィア・コンテンツを便利に引き出すことができる。また、本発明の更に別の態様は、メデ
ィア・ソースおよび／またはクライアント・デバイス上においてメディア・コンテンツを
自動的に同期させ、取り込み、そして更新することにも関する。本発明の更に別の態様は
、少なくともメディア・コンテンツの一部をコピーすることに伴うディジタル権利管理問
題を処理する種々の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メディア・コンテンツ（オーディオ、ビデオ、および写真データ等）の使用および入手
可能性は、増加の一途を辿るディジタル・メディアの普及、そしてパーソナル・コンピュ
ータのハードウェア、その他のメディア再生デバイス、および／またはその他のメディア
・サービスの価格が比較的低いことと相俟って、急速に拡大しつつある。Windows XP Mde
ia Center Edition（ワシントン州、RemondのMicrosoft Corporation（マイクロソフト社
）から入手可能）のような、このようなデバイスのための「メディア」中心ＰＣおよびソ
フトウェアの出現により、この成長を更に促進させた。したがって、今日では、ユーザの
ＰＣ上に大量のメディア・コンテンツがディジタル的に格納されていること、および多数
のメディア・コンテンツ・ソース（例えば、家庭、事務所等における多数のデバイス）全
体にメディア・コンテンツが拡散していることは、ユーザにとっては至極当たり前となっ
ている。格納されているメディア・コンテンツは、通例、主ホストＰＣまたはコンピュー
タ上で再生され、ローカル・ネットワーク上のプレイバック・デバイスに流され、主ＰＣ
またはその他のソースから（ＭＰ３プレーヤ、携帯用メディア・センタ・デバイス等のよ
うな）専用メディア・デバイスに「押し込まれ」／コピーされ、および／または（ラップ
トップ、ノートブック、またはタブレットＰＣのような）メディア可能移動体ＰＣに「押
し込まれ」／コピーされる。
【０００３】
　携帯用メディア・デバイスの普及によって、多くのユーザが彼らのメディア・ライブラ
リ（または少なくともその部分集合）を携帯可能に彼らと共に携行したいという明確な指
示が得られた。先に注記したように、種々の理由のために、メディア・コンテンツを携帯
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用メディア・デバイスに移動させるために入手可能な主要メカニズムは、前述のもののよ
うに、「プッシュ」モデルを経由する。「プッシュ」モデルは、所望のコンテンツ（例え
ば、「メディア・ライブラリ」）を有するホストまたはソースと、メディア・コンテンツ
を押し込む先の各携帯用デバイスとの間で１対１の関係で動作する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述の構成もメディア・コンテンツを携帯用デバイスに移動させることができるが、こ
れらの手順にはいくつかの欠点がある。例えば、メディア・コンテンツを携帯用デバイス
に「押し込む」ためには、ユーザは、通例、携帯用デバイスをメディア・コンテンツ・ソ
ースに接続しなければならず、メディア・コンテンツ・ソースを通じてコピー・アクショ
ンを開始し実行しなければならない。これは、特に、数個の潜在的なメディア・コンテン
ツ・ソースからのメディア・コンテンツが望まれる場合（例えば、１つ以上のＰＣ、セッ
ト・トップ・ボックス、ディジタル・オーディオまたはビデオ再生／記憶システム等）、
不便となり得る。何故なら、ユーザは携帯用デバイスを異なるソースの別個の場所に移動
し、携帯用デバイスをこれらのソースに別個に接続し、所望のメディア・コンテンツ・デ
ータを突き止め、それを携帯用デバイスに押し込み／コピーしなければならないからであ
る。更に、ユーザが、携帯用デバイスに含ませようとする所望のメディア・コンテンツが
どのソースに収容されているか確かでない場合、彼／彼女は、所望のメディア・コンテン
ツを突き止めるまで、ソースからソースに移動し、別個に１つずつ探索することを余儀な
くされる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の態様は、クライアント・デバイス上に設けられている１つのインターフェース
を通じて、リスト作成、探索、および／またはコピーのためにユーザに入手可能な種々の
ソースから任意にメディア・コンテンツを製作するシステム、方法、およびコンピュータ
読み取り可能媒体に関する。クライアント・デバイスは、携帯用メディア再生デバイス（
ラップトップ、ノートブック、タブレットＰＣ、ＭＰ３プレーヤ、ディジタル・ビデオ再
生デバイス、ディジタル・オーディオ再生デバイス、ディジタル・カメラ等）とすること
ができる。複数の潜在的なソース（１つ以上のデスクトップＰＣ、セット・トップ・ボッ
クス、ＭＰ３あるいはその他のディジタル・オーディオ・システムまたはライブラリ、デ
ィジタル・ビデオ再生システムまたはライブラリ等）から入手可能なメディア・コンテン
ツに関する情報を凝集(aggregate)し、入手可能なメディア・コンテンツの統一リストを
これらのソースからクライアント・デバイス上のユーザに提供することによって、ユーザ
は、１箇所で（即ち、クライアント・デバイス上で）多数のソースから入手可能な全ての
メディアを便利にリストし、探索し、および／または見ることができ、多数の接続および
／または多数の探索問い合わせを行わなくてもよい。加えて、ユーザは、クライアント・
デバイス上に設けられているユーザ・インターフェースとの双方向処理を通じて、これら
多数の潜在的なソースからクライアント・デバイスに、選択したメディア・コンテンツを
便利に引き入れることもできる。本発明の更に別の態様は、メディア・ソースとクライア
ント・デバイス間においてメディア・コンテンツを自動的に同期させることおよび／また
は更新すること、および／またはシステム上のソースが、ある種の予め設定されたまたは
予め選択されたユーザ入力パラメータを満たす新しいメディア・コンテンツを受信したと
きに、新しいメディア・コンテンツをクライアント・デバイスに自動的に供給することに
関する。最後に、本発明の更に別の態様は、コピー制限または制約を有するメディア・コ
ンテンツに伴う種々のディジタル権利管理およびコピー許諾問題を自動的に処理するシス
テムおよび方法に関する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明の種々の目的、特徴、および／または利点は、添付図面と関連付けた、以下の詳
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細な説明から一層深く理解できよう。
【０００７】
　前述のように、本発明の態様は、例えば、メディア・コンテンツ・データおよび／また
は携帯用クライアント・デバイスに入手可能なメディア・コンテンツ・データに関する情
報の簡単なリスト作成、探索、閲覧、および／またはコピーを可能にするために、メディ
ア・コンテンツ・データを処理、管理、および／またはコピーするシステム、方法、およ
び／またはコンピュータ読み取り可能媒体に関する。以下の説明は、読み手を援助するた
めにサブセクションに別れている。サブセクションは、用語、本発明の種々の態様の総合
的な説明、ハードウェア例、本発明によるシステムおよび方法の例、ならびに結論を含む
。

Ｉ．用語
　本明細書では以下の用語を用い、特に明記されていない限りまたは文脈から明白でない
限り、これらの用語は、以下に規定する意味を有するものとする。
「メディア・コンテンツ」
　音楽またはその他のオーディオ・データ、記録したテレビジョン・データ、ＤＶＤデー
タ、ＭＰ３データ、ディジタル写真データ等のような、オーディオ・ビデオ、または写真
コンテンツを表すデータ。メディア・コンテンツ・データは、これに関連するメタデータ
を有することもある。
「メディア・コンテンツ・ソース」
　メディア・コンテンツの格納、受信、生成、ダウンロード、記録等を行うことができる
コンピュータまたはその他のデバイス。メディア・コンテンツ・ソース（ここでは単に「
ソース」とも呼ぶ）は、限定ではないが、ラップトップ・コンピュータ、ノートブック・
コンピュータ、タブレットＰＣ、デスクトップＰＣ、サーバ、セット・トップ・ボックス
、ディジタル・ホーム・メディア・センタ等を含む。必須要件ではないが、場合によって
は、１つ以上の「ソース」がユーザのホーム・ネットワークまたはシステムを構成するこ
と、および／または含まれることもある。
「クライアント・デバイス」
　メディア・コンテンツ・データおよび／または入手可能なメディア・コンテンツ・デー
タに関する情報を格納、再生、表示、および／またはそれ以外で処理または「消費」する
携帯用デバイス。クライアント・デバイスの例には、限定ではないが、ラップトップ・コ
ンピュータ、ノートブック・コンピュータ、タブレットＰＣ、ＭＰ３プレーヤ、携帯用デ
ィジタル・ビデオ再生デバイス、携帯用ディジタル・オーディオ再生デバイス、ディジタ
ル・カメラ等が含まれる。
「コンピュータ読み取り可能媒体」
　コンピュータ・システム上においてユーザがアクセスすることができる、あらゆる入手
可能な媒体。限定ではなく一例として、「コンピュータ読み取り可能媒体」は、コンピュ
ータ記憶媒体および通信媒体を含むことができる。「コンピュータ記憶媒体」は、コンピ
ュータ読み取り可能命令、データ構造、プログラム・モジュール、またはその他のデータ
のような、情報の格納のためのあらゆる方法または技術において実施される、揮発性およ
び不揮発性、リムーバブルおよび非リムーバブル媒体を含む。「コンピュータ記憶媒体」
は、限定ではなく、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリまたはその他の
メモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ディジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）またはその
他の光記憶デバイス、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶またはその他の磁気
記憶デバイス、あるいは所望の情報を格納するために用いることができ、コンピュータが
アクセスすることができるその他のあらゆる媒体を含む。「通信媒体」は、通例、コンピ
ュータ読み取り可能命令、データ構造、プログラム・モジュール、またはその他のデータ
を、搬送波またはその他の伝達メカニズムのような、変調データ信号内に具体化し、あら
ゆる情報配信媒体を含む「変調データ信号」という用語は、情報を当該信号内にエンコー
ドするように、その特性の１つ以上を設定または変更した信号を意味する。限定ではなく
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一例として、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接有線ネットワークのような有線媒
体、ならびに音響、ＲＦ、赤外線、およびその他のワイヤレス媒体のようなワイヤレス媒
体を含む。以上のいずれの組み合わせも、「コンピュータ読み取り可能媒体」の範囲に当
然含まれてしかるべきである。

ＩＩ．本発明の種々の態様の概説
　先述のように、ＭＰ３プレーヤ、携帯用ＤＶＤプレーヤ等のような携帯用メディア・プ
レーバック・デバイスの普及により、多くのユーザが彼らのメディア・ライブラリ（また
は少なくともその部分集合）を携帯可能に彼らと共に携行したいという明確な指示が得ら
れた。ノートブック、ラップトップ、およびタブレットＰＣのような移動体ＰＣは、通例
、（ＭＰ３プレーヤ、携帯用ＤＶＤプレーヤ等のような）専用の携帯用メディア・デバイ
スの技術的能力を凌ぎ、これら移動体ＰＣは、これらをそのように用いたいユーザにとっ
ては、強力なメディア・プレーバック・デバイスとして機能する。移動体ＰＣ（またはそ
の他の携帯用クライアント・デバイス）をメディア・コンテンツ・プレーバック・デバイ
スとして用いるプロセスにおける最初のステップの１つは、所望のメディア・コンテンツ
を移動体ＰＣ上に取り込むことである。前述のメディア・コンテンツを携帯用メディア・
デバイスに転送する同じ「プッシュ」モデルも、メディア・コンテンツ・データを移動体
ＰＣに押し込むために用いることができるが、このモデルは、移動体ＰＣ上で利用可能な
豊富なリソースを利用せず、ユーザに煩わしい操作過程(experience)を強いることになる
（例えば、メディア・コンテンツ・サーバから全てのダウンロード・アクションを実行し
なければならず、メディア・コンテンツを多数のマシンから得るためには多数の接続が必
要であり、所望のメディア・コンテンツを多数のソースにまたがって同時にリストし、視
認し、および／または探索することは一般にはできない、等）。
【０００８】
　本発明の態様では、移動体ＰＣまたはその他の携帯用メディア・コンテンツ・プレーバ
ック・デバイスのようなクライアント・デバイスにメディア・コンテンツを取り込む際に
、ユーザの操作過程を改善する。本発明の少なくとも一部の態様例では、クライアント・
デバイスへのメディア・コンテンツ取り込みプロセスは、クライアント・デバイスから進
めることができる（即ち、メディア・コンテンツをクライアント・デバイスに「引き入れ
る」のであり、ソースからクライアント・デバイスにそれを「押し込む」のではない）。
本発明の少なくとも一部の例によれば、クライアント・デバイスの最大処理能力を利用し
て、豊富なユーザ操作過程を作りだし、クライアント・デバイスが別の「ソース」上にお
いてメディア・コンテンツを「発見」し（例えば、ネットワーク、ワイヤレス、ブロード
キャスト、あるいはその他の通信および／または接続メカニズムを通じて）、ソースから
クライアント・デバイス上にメディア・コンテンツを「引き入れる」ことができる。メデ
ィア・コンテンツが少なくとも一部のシステムおよび／または方法例において数個の異な
るメディア・コンテンツ・ソース上で入手可能または存在する場合（例えば、１つ以上の
ＰＣ、セット・トップ・ボックス、サーバ、オーディオ・システム、ビデオ・システム等
）、クライアント・デバイスのユーザは、種々の異なるソース上で入手可能なメディア・
コンテンツの凝集ビューを見ることができ、選択したメディア・コンテンツを種々のソー
スからクライアント・デバイスに引き入れ、後の時点においてそのコンテンツを「消費」
できるようにすることができる。異なるコンテンツ・ソースを跨いで凝集されるメディア
・コンテンツが増大するに連れて、本発明の少なくとも一部の例によれば、ユーザは、例
えば、クライアント・デバイスおよびソース・コンテンツを自動的に同期させることによ
り、および／または異なる、ユーザ指定または経験に基づく自動基準に基づいて、クライ
アント・デバイス上でメディア・コンテンツを更新することにより、最新のローカル・メ
ディア・コンテンツをそのクライアント・デバイス上で維持することができる。
【０００９】
　本発明の種々の態様について、これより更に詳細に説明する。
 



(8) JP 5094709 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

Ａ．選択したメディア・コンテンツをクライアント・デバイスに引き入れる
本発明の一部の態様は、一般的に、クライアント・デバイスを用いて、１つ以上のメディ
ア・ソースから、例えば、（ユーザのホーム・ネットワークのように）ネットワーク上で
メディア・コンテンツを突き止める、および／または引き入れるシステムおよび方法に関
する。本発明の少なくとも一部の例による方法は、（ａ）第１メディア・ソースおよび第
２メディア・ソース上に格納されたまたはこれらを通じてアクセス可能な、入手可能なメ
ディア・コンテンツを示すデータ（例えば、ブロードキャスト・プロトコル等によってネ
ットワークを通じてソースによって発行される）を発行するステップと、（ｂ）クライア
ント・デバイスにおいて入手可能なメディア・コンテンツを示すデータを受信するステッ
プと、（ｃ）クライアント・デバイス上において、入手可能なメディア・コンテンツの少
なくとも一部を識別する情報を表示するステップと、（ｄ）入手可能なメディア・コンテ
ンツの少なくともある一部をクライアント・デバイスに引き入れるステップとを含むこと
ができる。勿論、本発明から逸脱することなく、いずれの数のメディア・ソースでも、ク
ライアント・デバイスが受信するデータを発行すること、および／またはこれらのメディ
ア・コンテンツをクライアント・デバイスに入手可能にすることができる。本発明の少な
くとも一部の例による方法は、更に、メディア・コンテンツが入手可能であることを示す
表示をクライアント・デバイス上において生成するステップと、クライアント・デバイス
を用いて、入手可能なメディア・コンテンツを識別する情報を受信したいことを示す要求
を発生するステップと、第１メディア・ソースまたは第２メディア・ソースの少なくとも
１つを用いて、クライアント・デバイスが、メディア・コンテンツまたは入手可能なメデ
ィア・コンテンツを識別する情報を、第１メディア・ソースまたは第２メディア・ソース
の少なくとも１つから受信することを許可されているか否かを判定するステップと、クラ
イアント・デバイスに引き入れるために、入手可能なメディア・コンテンツからの少なく
とも第１メディア・コンテンツ・ファイルを示すユーザ入力を受信するステップと、およ
び／または第１メディア・コンテンツ・ファイルが既にクライアント・デバイス上に存在
するか否か判定を行うステップを含むことができる。種々のメディア・ソースは、それら
の入手可能なメディア・コンテンツに関する情報を互いに独立して、１回の「発行」とし
ておよび／または所望のやり方であればその他いずれでも発行することができる。
 
【００１０】
　本発明の少なくとも一部の態様例によるシステムは、（ａ）少なくとも第１メディア・
ソースおよび第２メディア・ソースであって、第１および第２メディア・ソースの少なく
とも１つが、当該第１メディア・ソースおよび第２メディア・ソースの少なくとも１つに
格納されているまたはこれを通じてアクセスすることができる入手可能なメディア・コン
テンツを示すデータを（例えば、ブロードキャスト・プロトコルを通じて、ネットワーク
接続を通じて、またはその他のいずれの所望のやり方でも）発行する、第１メディア・ソ
ースおよび第２メディア・ソースと、第１メディア・ソースおよび第２メディア・ソース
の少なくとも１つと電子的に通信するクライアント・デバイスであって、クライアント・
デバイスは、クライアント・デバイスにおいて入手可能なメディア・コンテンツを示すデ
ータを受信する入力システムと、入手可能なメディア・コンテンツの少なくとも一部を識
別する情報を表示するディスプレイ・デバイスと、入手可能なメディア・コンテンツの少
なくともある一部をクライアント・デバイスに引き入れるプロセッサ・システムとを備え
ている、クライアント・デバイスと含むことができる。更に、クライアント・デバイスは
、クライアント・デバイスに引き入れるために、入手可能なメディア・コンテンツからの
少なくとも第１メディア・コンテンツ・ファイルを示すユーザ入力を受信するユーザ入力
システム（例えば、ペン、ディジタイザ、キーボード、マウス、タッチ・スクリーン等）
を含むこともできる（所望であれば、クライアント・デバイスまたは本システムの他の部
分は、クライアント・デバイスが既に要求したメディア・コンテンツのコピーを含むか否
か、コピー・プロセスを開始する前に判定するためにチェックすることもできる）。
【００１１】
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　勿論、先に注記したように、本発明から逸脱することなく、いずれの数のメディア・ソ
ースでも設けることができ、クライアント・デバイスが受信する、入手可能なメディア・
コンテンツに関するデータを発行することができ、および／またはそのメディア・コンテ
ンツをクライアント・デバイスに入手可能にすることができる。クライアント・デバイス
のディスプレイ・システムは、更に、メディア・コンテンツ・ソースから受信した情報に
応答して、メディア・コンテンツが入手可能であることを示す表示を生成することができ
る。クライアント・デバイスのプロセッサ・システムが、入手可能なメディア・コンテン
ツを識別する情報を受信したいこと（例えば、ユーザ入力に応答して）および／または入
手可能なメディア・コンテンツを受信したいことを示すメッセージを生成すると、ソース
の１つ以上は、クライアント・デバイスおよび／またはユーザがメディア・ソースの少な
くとも１つからメディア・コンテンツまたは入手可能なメディア・コンテンツを識別する
情報を受信することを許可されているか否か判定を行い、および／またはこの判定に応答
して別の然るべき策を講じることができる。加えてまたは代わりに、所望であれば、本発
明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は、新たなクライアント・デバイスが
発見されたときおよび／または新たなクライアント・デバイスがメディア・コンテンツの
要求を開始したときに、単に許可プロセスを始めてもよい。種々のメディア・コンテンツ
・ソースは、例えば、独立してその入手可能なメディア・コンテンツのデータを発行し、
そのデータを送る等のために、互いに独立して動作することができる。所望であれば、種
々のメディア・コンテンツの少なくとも一部を、ＬＡＮのようなネットワーク上に接続す
ることができ、および／または複数の独立した物理的ネットワーク上に存在することもで
きる。
【００１２】
　また、本発明の態様は、種々のメディア・コンテンツ発見および／またはコピー方法を
実行するため、および／または前述のシステムおよび方法を含む、種々のメディア・コン
テンツ発見および／またはコピー・システムにおいて用いるため格納されたコンピュータ
実行可能命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体にも関する。コンピュータ読み取り可
能媒体は、前述のコンピュータ読み取り可能媒体の種々の具体的な例に格納されたコンピ
ュータ実行可能命令を含むことができる。

Ｂ．多数のメディア・ソースから入手可能なメディア・コンテンツの統一ビューまたはリ
ストを呈示する
　本発明の更に別の態様例は、一般的には、クライアント・デバイス上において、多数の
メディア・ソースにおいて入手可能なメディア・コンテンツの統一ビューまたはリストを
ユーザに呈示するシステムおよび方法に関する。任意に、メディア・ソースは、ＬＡＮの
ようなネットワーク上に接続することができる。本発明のこれらの態様の少なくとも一部
の態様による方法は、（ａ）クライアント・デバイス上において表示を生成するステップ
であって、表示は、少なくとも第１メディア・ソースおよび第２メディア・ソース上に格
納されたまたはこれらを通じてアクセスすることができる、入手可能なメディア・コンテ
ンツを示す情報を含む、ステップと、（ｂ）クライアント・デバイス上において、当該ク
ライアント・デバイスに格納するために選択した所望のメディア・コンテンツを示すユー
ザ入力を受信するステップと、（ｃ）ユーザ入力に対応するメディア・コンテンツを選択
して、（例えば、メディア・ソースのいずれからでも）クライアント・デバイスに引き入
れるステップとを含むことができる。本発明の少なくとも一部の例による方法は、更に、
（そして、任意に、メディア・ソースの１つ以上から）クライアント・デバイスにおいて
発行データを受信するステップを含むことができ、発行データは、第１メディア・ソース
および第２メディア・ソース上に格納されたまたはこれらを通じてアクセスすることがで
きる、入手可能なメディア・コンテンツを識別する情報を含む。データは、１つ以上のメ
ディア・ソースによって、例えば、ネットワークを通じて、多数の独立したネットワーク
を通じて、ブロードキャスト・プロトコルを通じて、および／またはその他のいずれの所
望のやり方でも、本発明から逸脱することなく、発行することができる。クライアント・
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デバイスは、多数のソースから入手可能なメディア・コンテンツを識別する情報を収集し
、この情報をコンパイルし、統一表示でそれをユーザに呈示するために用いることができ
、表示は、複数のソースにおいて入手可能なメディア・コンテンツに関する情報を含むこ
とができる（任意に、入手可能なメディア・コンテンツの個々の品目を多数回表示するこ
となく）。
【００１３】
　本発明のこれらの態様例の少なくとも一部によるシステムは、携帯用メディア再生計算
システム（例えば、クライアント・デバイス）を含むことができる。このような携帯用計
算システムは、（ａ）表示を生成するディスプレイ・デバイスであって、表示が、少なく
とも第１メディア・ソースおよび第２メディア・ソース上に格納されたまたはこれらを通
じてアクセスすることができる、入手可能なメディア・コンテンツを示す情報を含む、デ
ィスプレイ・デバイスと、（ｂ）（例えば、クライアント・デバイスに）格納するために
選択した所望のメディア・コンテンツを示すユーザ入力を受信するユーザ入力システムと
、（ｃ）ユーザ入力に対応するメディア・コンテンツを選択して、クライアント・デバイ
スに引き入れるプロセッサ・システムと、（ｄ）選択したメディア・コンテンツを格納す
る記憶システムとを含むことができる。本発明の少なくとも一部の例によるシステムは、
更に、（例えば、１つ以上のメディア・ソースから）発行データを受信する入力システム
を含むことができ、発行データは、第１メディア・ソースおよび第２メディア・ソース上
に格納されたまたはこれらを通じてアクセスすることができる、入手可能なメディア・コ
ンテンツを識別する情報を含む。先に注記したように、発行データは、例えば、ネットワ
ークを通じて、多数の独立したネットワークを通じて、ブロードキャスト・プロトコルを
通じて、および／またはその他のいずれの所望のやり方でも、本発明から逸脱することな
く、送ることができる。
【００１４】
　本発明の少なくとも一部の例による携帯用メディア再生システムは、更に、例えば、い
つソースの少なくとも１つが入手可能なメディア・コンテンツを収容するかユーザに知ら
せる表示を生成することによって、いつメディア・コンテンツがダウンロードのために入
手可能かをユーザに示すことができる（例えば、新しいメディア・コンテンツ、即ち、ク
ライアント・デバイスがダウンロードおよびプレイバック等のために特定のクライアント
に許可されている新しいコンテンツを最後にチェックして以来の新しいメディア・コンテ
ンツ）。メディア・コンテンツが入手可能なとき、携帯用メディア・再生システムのプロ
セッサ・システムは、更に、当該入手可能なメディア・コンテンツを識別する情報を受信
したいことを示す要求を（例えば、ユーザ入力に応答して、種々の予め選択したパラメー
タに応答して、等）生成するようにプログラムし構成することができる。プロセッサ・シ
ステムは、更に、ダウンロードまたはコピー・プロセスを開始する前に、選択したメディ
ア・コンテンツの少なくとも一部が既に携帯用メディア再生システムに存在するか否か判
定するようにプログラムし構成することができる。
【００１５】
　本発明によるシステムおよび方法の少なくとも一部の例では、クライアント・デバイス
がソースを収容するネットワークに入ったとき、および／またはそれ以外の方法でソース
の１つ以上との通信を確立したとき、１つ以上のソースから発行データを受信することが
でき、次いでメディア・コンテンツが入手可能であることをユーザに示す表示を生成する
ことができる。次いで、ユーザが、（例えば、クライアント・デバイスを用いて）入手可
能なメディア・コンテンツおよび／または入手可能なメディア・コンテンツを識別する情
報を受信したいことを示す要求を生成すると、１つ以上のソースまたはその他のネットワ
ーク・デバイスが、そのユーザおよび／またはそのクライアント・デバイスが、メディア
・ソースの少なくとも１つからメディア・コンテンツまたは入手可能なメディア・コンテ
ンツを識別する情報を受信することを許可されているか否か判定を行う。
【００１６】
　最後に、本発明のこの態様の更に別の特徴例は、メディア・コンテンツ・リストの呈示
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および／または検索機能を実行するため、および／または前述のシステムおよび方法を含
む種々のメディア・コンテンツ・リストの呈示および／または検索システムを動作させる
際に用いるため格納されたコンピュータ実行可能命令を含むコンピュータ読み取り可能媒
体に関することもできる。コンピュータ読み取り可能媒体は、前述のコンピュータ読み取
り可能媒体の種々の具体的な例に格納されたコンピュータ実行可能命令を含むことができ
る。

Ｃ．ソースおよびクライアント・デバイスにおけるメディア・コンテンツの更新および同
期
　本発明の更に別の態様例は、種々のソースおよびクライアント・デバイス間において自
動的にメディア・コンテンツを更新し同期させる種々のシステムおよび方法に関する。本
発明の少なくとも一部の例による方法は、（ａ）クライアント・デバイスを少なくとも１
つのメディア・ソースと電子的に通信状態に置くステップと、（ｂ）メディア・ソースが
、クライアント・デバイスに含まれていないメディア・コンテンツを含むか否か判定を行
うステップと、（ｃ）クライアント・デバイスに含まれていないメディア・コンテンツの
少なくとも一部を、クライアント・デバイスにコピーするステップとを含むことができる
。一旦ユーザおよび／またはクライアント・デバイスが初期状態において認証され、メデ
ィア・ソースからメディア・コンテンツを受信することを許可されたと検証されたなら、
（必要であれば、特定のシステムに対して）、その都度直接ユーザ入力でステップを開始
することなく、前述の種々のステップ（例えば、電子的通信、判定、および／またはコピ
ーするステップ）を自動的に行うことができる（勿論、特定のシステムにおいてメディア
・コンテンツを受信するが必要な場合、ユーザおよび／クライアント・デバイスはメディ
ア・コンテンツを受信することを許可されていると仮定する）。
【００１７】
　本発明の例によるその他の更新および／または同期方法は、（ａ）クライアント・デバ
イスを少なくとも１つのメディア・ソースと電子的に通信状態に置くステップと、（ｂ）
メディア・ソースが、クライアント・デバイスに含まれていないメディア・コンテンツを
含むか否か判定を行うステップと、（ｃ）クライアント・デバイスに含まれていないメデ
ィア・コンテンツの少なくとも一部を、クライアント・デバイスにコピーするステップと
を含むことができる。また、前述の種々のステップ（例えば、電子的通信、判定、および
／またはコピーするステップ）は、その都度直接ユーザ入力でステップを開始することな
く、自動的に行うことができる（勿論、特定のシステムにおいてメディア・コンテンツを
受信するが必要な場合、ユーザおよび／クライアント・デバイスはメディア・コンテンツ
を受信することを許可されていると仮定する）。
【００１８】
　本発明の例による更に別の更新および／または同期方法は、種々の予め選択したパラメ
ータに対応するメディア・コンテンツがソース上にある場合（特定のアーティスト、グル
ープ、または楽団が演奏する新しいメディア・コンテンツがあるソースにおいて入手可能
になったとき、特定の名称または特定のタイム・スロットの記録テレビジョン・コンテン
ツを含む新しいメディア・コンテンツがあるソースにおいて入手可能になったとき、予め
選択した主題に関する新しいメディア・コンテンツがあるソースにおいて入手可能になっ
たとき等のように）、クライアント・デバイスにおいてメディア・コンテンツに対する自
動的な変更または追加を可能にすることができる。このような方法は、（ａ）クライアン
ト・デバイスに含めることを望むメディア・コンテンツに対するパラメータを示すユーザ
入力を受信するステップ（例えば、クライアント・デバイスを通じて、メディア・コンテ
ンツ・ソースを通じて、他のソースから等）、（ｂ）クライアント・デバイスを少なくと
も第１メディア・ソースと電子的通信状態に置くステップと、（ｃ）第１メディア・ソー
スがユーザ入力パラメータを満たすメディア・コンテンツを含むか否か判定を行うステッ
プと、（ｄ）ユーザ入力パラメータを満たす少なくとも一部のメディア・コンテンツをク
ライアント・デバイスにコピーするステップとを含むことができる。本発明のこの態様の
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少なくとも一部の例による方法は、更に、ユーザ入力パラメータを満たすメディア・コン
テンツが既にクライアント・デバイスに含まれているか否か判定を行うステップも含むこ
とができる。このような方法では、ユーザ入力パラメータを満たすメディア・コンテンツ
がクライアント・デバイスに既に含まれていないときにコピーするステップを実行すれば
よく、ユーザ入力パラメータを満たすメディア・コンテンツがクライアント・デバイスに
既に含まれていないときにはコピーするステップを実行する必要はない。所望であれば、
本発明の少なくとも一部の例による方法では、メディア・ソースの少なくとも１つが、ク
ライアント・デバイスがアクセス可能な情報を発行し、ユーザ入力パラメータを満たす新
しいメディア・コンテンツが、クライアント・デバイスへのダウンロードのために入手可
能であることを示す。任意に、前述のように、これらの方法は、クライアント・デバイス
がソースと通信し、ユーザ入力パラメータを満たすメディア・コンテンツが少なくとも１
つのソースに含まれる場合、ユーザが更に入力することなく、コピーするステップ（そし
て、任意に、前述のその他のステップ）が自動的に（例えば、背景スレッドにおいて）行
われるように設定することもできる。
【００１９】
　本発明のこの例によるその他の更新および／または同期の態様は、メディア・ソースま
たはクライアント・デバイスの１つにおいてメディア・コンテンツ・ファイルに対する変
更が行われたときに、種々のメディア・コンテンツ・ファイルを維持する（例えば、メデ
ィア・コンテンツ・ファイルを最新状態に維持する、および／または同期させ続ける）こ
とに関する。本発明のこれらの態様の少なくとも一部の例による方法は、（ａ）クライア
ント・デバイスを少なくとも１つのメディア・ソースと電子的通信状態に置くステップで
あって、メディア・ソースが第１メディア・コンテンツ・ファイルを含み、クライアント
・デバイスが対応する第１メディア・コンテンツ・ファイルを含む、ステップと、（ｂ）
メディア・ソース上の第１メディア・コンテンツ・ファイルのメディア・コンテンツが、
クライアント・デバイス上の対応する第１メディア・コンテンツのメディア・コンテンツ
とは異なるか否か判定するステップと、（ｃ）第１メディア・コンテンツ・ファイルのメ
ディア・コンテンツが対応する第１メディア・コンテンツ・ファイルのメディア・コンテ
ンツとは異なる場合、どのファイルが最終メディア・コンテンツを収容しているか判定を
行い、第１メディア・コンテンツ・ファイルおよび対応する第１メディア・コンテンツ・
ファイルに含まれるメディア・コンテンツ・データを同期させ、各ファイルが最終メディ
ア・コンテンツを含むようにするステップとを含むことができる。本発明のこの態様の少
なくとも一部の例は、メディア・ソース上の第１メディア・コンテンツ・ファイルに関連
する識別データを格納するステップ、および／またはクライアント・デバイスに、対応す
る第１メディア・コンテンツ・ファイルに関連する識別データを格納するステップとを含
むことができる（「識別データ」は、例えば、いずれのタイプの情報でも、例えば、メタ
データとして含むことができ、最後の編集日、最後の編集時刻、記録の日、記録の時刻、
ダウンロードの日、ダウンロードの時刻、バージョン情報、ソース情報等のような、デー
タのコンテンツを識別する）。このような方法では、「判定する」ステップは、第１メデ
ィア・コンテンツ・ファイルに関連する識別データが、対応する第１メディア・コンテン
ツ・ファイルに関連する識別データとは異なるか否か判定することを含むことができる。
所望であれば、例えば、電子的通信が確立したときにはいつでも、任意に背景スレッドに
おいて、種々のプロセスを開始するおよび／または進めるためのユーザ入力の必要なく、
前述の種々の更新および同期ステップを自動的Ｉ実行することもできる。
【００２０】
　本発明の態様は、更に、例えば、前述の方法のような、メディア・コンテンツ更新およ
び／または同期方法を実行する種々のシステム例に関する。第１の例として、本発明の少
なくとも一部の例によるシステムは、（ａ）少なくとも１つのメディア・ソースと、（ｂ
）メディア・ソースに動作的に接続されている（例えば、電子的に通信状態にある）クラ
イアント・デバイスとを含むことができる。このようなシステム例では、メディア・ソー
スおよびクライアント・デバイスの少なくとも１つと共に含まれるコンピュータ・プロセ
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ッサ・システムは、（ａ）メディア・ソースが、クライアント・デバイスに含まれていな
いメディア・コンテンツを含むか否か判定を行い、（ｂ）クライアント・デバイスに含ま
れていないメディア・コンテンツの少なくとも一部を、クライアント・デバイスにコピー
するようにプログラムされ構成されている。
【００２１】
　本発明の少なくとも一部の例による別のメディア・コンテンツ更新および／または同期
システムは、（ａ）少なくとも１つのメディア・ソースと、（ｂ）メディア・ソースに動
作的に接続されている（例えば、電子的に通信状態にある）クライアント・デバイスとを
含むことができる。このシステム例によるメディア・ソースおよびクライアント・デバイ
スの少なくとも１つと共に含まれるコンピュータ・プロセッサ・システムは、（ａ）メデ
ィア・ソースの少なくとも１つに含まれていないメディア・コンテンツを含むか否か判定
を行い、（ｂ）メディア・ソースの少なくとも１つに含まれていないメディア・コンテン
ツの少なくとも一部を、メディア・ソースの少なくとも１つにコピーするようにプログラ
ムされ構成されている。
【００２２】
　本発明の少なくとも一部の例による更に別のメディア・コンテンツ更新および／または
同期システムは、（ａ）メディア・ソースと、（ｂ）メディア・ソースに動作的に結合さ
れている（例えば、電子的に通信状態にある）クライアント・デバイスとを含むことがで
きる。本発明のこの態様例によるクライアント・デバイスまたは第１メディア・ソースの
少なくとも１つと共に含まれるコンピュータ・プロセッサ・システムは、（ａ）クライア
ント・デバイスに含ませるために所望のメディア・コンテンツに対するパラメータを示す
ユーザ入力を受信し、（ｂ）ユーザ入力パラメータを満たすメディア・コンテンツを含む
か否か判定を行い、（ｃ）パラメータを満たすメディア・コンテンツの少なくとも一部を
、クライアント・デバイスにコピーするようにプログラムされ構成されている。プロセッ
サ・システムは、更に、ユーザ入力パラメータを満たすメディア・コンテンツが既にクラ
イアント・デバイスに含まれているか否か判定を行うようにプログラムされ構成されてお
り、ユーザ入力パラメータを満たすメディア・コンテンツがクライアント・デバイスに既
に含まれていないときにコピーするステップを実行し、ユーザ入力パラメータを満たすメ
ディア・コンテンツがクライアント・デバイスに既に含まれていないときにはコピーする
ステップを実行しない。このようなシステムの少なくとも一部の例では、メディア・ソー
スは、クライアント・デバイスが受信可能な情報を出力し、ユーザ入力パラメータを満た
す新しいメディア・コンテンツが入手可能であることを示すように構成することができる
。
【００２３】
　本発明の少なくとも一部の例による別のメディア・コンテンツ更新および／または同期
システムは、（ａ）第１メディア・コンテンツ・ファイルを含むメディア・ソースと、（
ｂ）メディア・ソースに動作的に接続されている（例えば、電子的に通信状態にある）ク
ライアント・デバイスであって、第１メディア・ソース上にある第１メディア・コンテン
ツ・ファイルに対応する、対応の第１メディア・コンテンツ・ファイルを含む、クライア
ント・デバイスとを含むことができる。本発明のこの態様例によるクライアント・デバイ
スまたは第１メディア・ソースの少なくとも１つに対するコンピュータ・プロセッサ・シ
ステムは、（ａ）メディア・ソース上にある第１メディア・コンテンツ・ファイルにおけ
るメディア・コンテンツが、クライアント・デバイス上にある対応する第１メディア・コ
ンテンツ・ファイルにおけるメディア・コンテンツと異なるか否か判定を行い、（ｂ）第
１メディア・コンテンツ・ファイルにおけるメディア・コンテンツが対応する第１メディ
ア・コンテンツ・ファイルにおけるメディア・コンテンツとは異なる場合、どのファイル
が最近ロードされたメディア・コンテンツを収容しているか判定を行い、各ファイルが最
近ロードされたメディア・コンテンツを含むように、第１メディア・コンテンツ・ファイ
ルおよび対応する第１メディア・コンテンツ・ファイルに含まれるデータを同期させるよ
うにプログラムし構成することができる。メディア・コンテンツ・ファイルおよび対応す



(14) JP 5094709 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

るメディア・コンテンツ・ファイルは、そのそれぞれの編集、ダウンロード、または（最
後の編集日、最後の編集時刻、記録の日、記録の時刻、ダウンロードの日、ダウンロード
の時刻、バージョン情報、ソース情報等のような）コンテンツに関する情報を識別するデ
ータを含むことができ、この識別情報を２つのファイル間で比較して、どのファイルが最
終の更新済み情報を有するか判定することができる。
【００２４】
　また、本発明の態様は、種々のメディア・コンテンツ・ファイル更新および／または同
期方法を実行するため、および／または前述のシステムおよび方法を含む種々のメディア
・コンテンツ・ファイル更新および／または同期システムにおいて用いるため格納された
コンピュータ実行可能命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体に関することもできる。
コンピュータ読み取り可能媒体は、前述のコンピュータ読み取り可能媒体の種々の具体的
な例に格納されたコンピュータ実行可能命令を含むことができる。

Ｄ．ディジタル権利管理の態様
　本発明の更に別の態様例は、例えば、前述の種々のシステムおよび方法のような、メデ
ィア・コンテンツをクライアント・デバイスに転送するシステムおよび方法におけるディ
ジタル権利保護問題（例えば、コピー制限、著作権許諾問題等）の処理に関する。本発明
のこれらの態様による少なくとも一部の方法例は、（ａ）第１メディア・ソースにおいて
複数のメディア・コンテンツ・ファイルを受信するステップと、（ｂ）ディジタル権利管
理問題が、第１メディア・ソースからの個々のメディア・コンテンツ・ファイルのコピー
を受信する機能を制限するか否か判定を行うステップと、（ｃ）クライアント・デバイス
において、当該クライアント・デバイスに格納するために選択した所望のメディア・コン
テンツを示すユーザ入力を受信するステップと、（ｄ）選択したメディア・コンテンツ・
ファイルにディジタル権利管理問題によるコピー制限がない場合、当該選択したメディア
・コンテンツ・ファイルをクライアント・デバイスにコピーするステップと、（ｅ）選択
したメディア・コンテンツ・ファイルにディジタル権利管理問題によるコピー制限がある
場合、その少なくとも一部に対して、ディジタル権利管理問題を解決する方向に向けて少
なくとも１つの処置を講ずる、および／またはそれ以外の方法でディジタル権利管理問題
に対処するステップとを含むことができる。
【００２５】
　本発明のこれらの態様によるシステム例は、（ａ）複数のメディア・コンテンツ・ファ
イルと、ディジタル権利管理問題が、第１メディア・ソースからの個々のメディア・コン
テンツ・ファイルのコピーを受信する機能を制限するか否か判定を行うようにプログラム
され構成されているプロセッサ・システムとを含む第１メディア・ソースと、（ｂ）ユー
ザ入力システムを含むクライアント・デバイスであって、ユーザ入力システムが、クライ
アント・デバイスに格納するために選択した所望のメディア・コンテンツを示すユーザ入
力を受信する、クライアント・デバイスとを含むことができる。選択したメディア・コン
テンツ・ファイルにディジタル権利管理問題によるコピー制限がない場合、第１メディア
・ソースのプロセッサ・システムは、当該選択したメディア・コンテンツ・ファイルをク
ライアント・デバイスにコピーすることを許可する。選択したメディア・コンテンツ・フ
ァイルにディジタル権利管理問題によるコピー制限がある場合、プロセッサ・システムは
、その少なくとも一部に対して、ディジタル権利管理問題を解決する方向に向けて少なく
とも１つの処置を講ずる、および／またはそれ以外の方法でディジタル権利管理問題に対
処する。
【００２６】
　本発明のこれらの態様の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は、選択したメ
ディア・コンテンツ・ファイルをコピーする許諾または許可を取得するプロセスを進める
ため、および／またはそれ以外の方法でディジタル権利管理問題に対処するために、種々
の処置を講ずることができる。例えば、ユーザがコピー許可に制限のあるメディア・コン
テンツをコピーのために選択した場合、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよ
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び方法は、コピーを進めることができるようになる前に、ユーザに、許諾が必要であるこ
とを助言することができ（例えば、クライアント・デバイスまたはメディア・ソースのデ
ィスプレイ・デバイスを通じて、メディア・ソースからクライアント・デバイスへのメッ
セージを通じて等）、これによって、所望であれば、ユーザに許諾を取得することを促す
ことができる。別の例として、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は
、たとえば、オンライン・インターネット接続を通じて、自動的にコピー許諾を取得しよ
うとして、許諾を取得した場合、クライアント・デバイスにおいてコピーを作成する処理
を進めるようにすることもできる。更に別の例として、メディア・コンテンツ・ファイル
を、メディア・ソースから「チェック・アウト」し、クライアント・デバイスに「チェッ
ク・イン」して、いずれの所与の時点においても、メディア・コンテンツ・ファイルの１
つのコピーのみがユーザに入手可能となるようにしてもよい（例えば、いずれの所与の時
点においても多数のコピーを作ることができない、または入手可能にできないように）。
本発明の更に別の例によるシステムおよび方法は、更に、ソースから生成可能なコピーの
数を制限するように、クライアント・デバイスにおける使用のためにコピーを入手可能な
時間を制限するように、および／またはそれ以外の方法でメディア・コンテンツに課され
るコピー制限に従うように構成することができる。必要なコピー許諾を取得する処理を進
める、またはそれ以外の方法でディジタル許可管理問題に対処するには、その他の所望の
方法があればそのいずれを用いてもよく、本発明から逸脱することにはならない。
【００２７】
　更に別の例として、所望であれば、コピー許可が制限されているメディア・コンテンツ
および／またはコピー・許可がないメディア・コンテンツをメディア・ソースにおいて受
信した場合、メディア・ソースは、入手可能なメディア・コンテンツの一部として、その
メディア・コンテンツを発行しないまたはそのリストを作成しないようにする、および／
またはこのメディア・コンテンツのいずれのリストも、ユーザがクライアント・デバイス
にコピーするためには選択できないようにする処置を講ずることもできる（リストにその
コンテンツを示し、それを「選択不可能」とすることにより、そのコンテンツのコピーが
望まれる場合、これは、ユーザに許諾を取得する必要性を助言することができる）。勿論
、著作権に対する制限を扱ういずれの方法でも、本発明の態様から逸脱することなく、処
理することができる。
【００２８】
　加えて、本発明の態様は、前述の種々のシステムおよび方法のような、システムおよび
方法における種々のディジタル権利管理問題に対処するため格納されたコンピュータ実行
可能命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体にも関する。このコンピュータ読み取り可
能媒体は、前述のコンピュータ読み取り可能媒体の種々の具体的な例に格納されたコンピ
ュータ実行可能命令を含むことができる。

ＩＩＩ．ハードウェア例
　図１は、本発明の種々の態様を実施するために、例えば、メディア・コンテンツ・ソー
スおよび／またはクライアント・デバイスとして用いることができる、汎用ディジタル計
算環境１００の模式図を示す。図１において、コンピュータ１００は、演算装置１１０、
システム・メモリ１２０、およびシステム・バス１３０を含むことができる。システム・
バス１３０は、システム・メモリを含む種々のシステム構成要素を演算装置１１０に結合
する。システム・バス１３０は、数種類のバス構造のいずれでもよく、メモリ・バスまた
はメモリ・コントローラ、周辺バス、および種々のバス構造のいずれかを用いるローカル
・バスを含む。システム・メモリ１２０は、リード・オンリ・メモリ（ＲＯＭ）１４０お
よびランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）１５０を含むことができる。
【００２９】
　基本入出力システム１６０（ＢＩＯＳ）は、起動中のように、コンピュータ１００内の
エレメント間におけるデータ転送を補助する基本的なルーティンを含み、通例ＲＯＭ１４
０内に格納されている。また、コンピュータ１１０は、非リムーバブル不揮発性磁気媒体
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からの読み取りおよびこれへの書き込みを行なうハード・ディスク・ドライブ１７０、リ
ムーバブル不揮発性磁気ディスク１９０からの読み取りおよびこれへの書き込みを行なう
磁気ディスク・ドライブ１８０、ならびにＣＤ　ＲＯＭまたはその他の光媒体のようなリ
ムーバブル不揮発性光ディスク１９９からの読み取りおよびこれへの書き込みを行なう光
ディスク・ドライブ１９１を示す。ハード・ディスク・ドライブ１７０、磁気ディスク・
ドライブ１８０、および光ディスク・ドライブ１９１は、それぞれ、ハード・ディスク・
ドライブ・インターフェース１９２、磁気ディスク・ドライブ・インターフェース１９３
、および光ディスク・ドライブ・インターフェース１９４によって、システム・バス１３
０に接続されている。これらのドライブおよびそれに関連するコンピュータ読み取り可能
媒体は、は、コンピュータ読み取り可能命令、データ構造、プログラム・モジュール、お
よびコンピュータ１００のその他のデータの不揮発性格納を行う。尚、磁気カセット、フ
ラッシュ・メモリ・カード、ディジタル・ビデオ・ディスク、ベルヌーイ・カートリッジ
、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、リード・オンリ・メモリ（ＲＯＭ）等のよう
な、コンピュータがアクセス可能なデータを格納することができる、その他の種類のコン
ピュータ読み取り可能媒体も、動作環境例において使用可能であることは、当業者には認
められよう。
【００３０】
　多数のプログラム・モジュールをハード・ディスク・ドライブ１７０、磁気ディスク１
９０、光ディスク１９９、ＲＯＭ１４０、またはＲＡＭ１５０に格納することができ、オ
ペレーティング・オペレーティング・システム１９５、１つ以上のアプリケーション・プ
ログラム１９６、その他のプログラム・モジュール１９７、およびプログラム・データ１
９８を含む。ユーザは、キーボード１０１および（マウスのような）ポインティング・デ
バイス１０２のような入力デバイスを通じて、コンピュータ１００にコマンドおよび情報
を入力することができる。その他の入力デバイス（図示せず）には、マイクロフォン、ジ
ョイスティック、ゲーム・パッド、衛星ディッシュ、スキャナ等を含むことができる。こ
れらおよびその他の入力デバイスは、多くの場合、システム・バス１３０に結合されてい
るシリアル・ポート・インターフェース１０６を通じて、演算装置１１０に接続されてい
るが、これらは、パラレル・ポート、ゲーム・ポート、ユニバーサル・シリアル・バス（
ＵＳＢ）等のようなその他のインターフェースによって接続することも可能である。更に
また、これらのデバイスは、しかるべきインターフェース（図示せず）を通じて、システ
ム・バス１３０に直接結合することもできる。
【００３１】
　モニタ１０７またはその他の形式の表示装置も、ビデオ・アダプタ１０８のようなイン
ターフェースを介して、システム・バス１３０に接続することができる。モニタ１０７に
加えて、パーソナル・コンピュータは、通例、スピーカおよびプリンタのような、その他
の周辺出力装置（図示せず）も含むことができる。一例では、フリーハンド入力をディジ
タル的に取り込むために、ペン・ディジタイザ１６５および付帯するペンまたはスタイラ
ス１６６が設けられている。図１ではペン・ディジタイザ１６５とシリアル・ポート・イ
ンターフェース１０６の間に接続部が示されているが、実際には、ペン・ディジタイザ１
６５は演算装置１１０に直接結合してもよく、あるいは当技術分野では周知のように、パ
ラレル・ポートまたはその他のインターフェースおよびシステム・バス１３０を通じてと
いうように、適したやり方であればそのいずれでも、演算装置１１０に結合することがで
きる。更に、図１ではディジタイザ１６５はモニタ１０７から離れて示されているが、デ
ィジタイザ１６５の使用可能な入力エリアは、モニタ１０７の表示エリアと同じ広さとす
ることができる。更に、ディジタイザ１６５をモニタ１０７内に一体化してもよく、ある
いはモニタ１０７に被せる、またはその他の方法で取り付ける別個のデバイスとして存在
してもよい。
【００３２】
　コンピュータ１００は、リモート・コンピュータ１０９のような１つ以上のリモート・
コンピュータへの論理接続を用いて、ネットワーク環境において動作することも可能であ
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る。リモート・コンピュータ１０９は、サーバ、ルータ、ネットワークＰＣ、ピア・デバ
イス、またはその他の共通ネットワーク・ノードとすることができ、通例、コンピュータ
１００に関して先に説明したエレメントの多くまたは全てを含むが、図１にはメモリ記憶
装置１１１のみを示す。図１に示す論理接続は、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡ
Ｎ）１１２およびワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）１１３を含む。このようなネ
ットワーク環境は、有線およびワイヤレス接続を用いる、事務所、企業規模のコンピュー
タ・ネットワーク、イントラネットおよびインターネットにおいては、一般的である。
【００３３】
　ＬＡＮネットワーク環境で用いる場合、コンピュータ１００は、ネットワーク・インタ
ーフェースまたはアダプタ１１４を介してローカル・エリア・ネットワーク１１２に接続
する。ＷＡＮネットワーク環境で用いる場合、パーソナル・コンピュータ１００は、通例
、モデム１１５、またはインターネットのようなワイド・エリア・ネットワーク１１３を
通じて通信を確立するその他の手段を含む。モデム１１５は、コンピュータ１００に内蔵
しても外付けでもよく、シリアル・ポート・インターフェース１０６を介してシステム・
バス１３０に接続することができる。ネットワーク環境では、パーソナル・コンピュータ
１００に関して図示したプログラム・モジュール、またはその一部は、リモート・メモリ
記憶装置に格納することもできる。
【００３４】
　図示のネットワーク接続は一例であり、コンピュータ間で通信リンクを確立する他の手
段も使用可能であることは認められよう。ＴＣＰ／ＩＰ、イーサネット（登録商標）、Ｆ
ＴＰ、ＨＴＴＰ、ＵＤＰ等のような、種々の周知のプロトコルのいずれでも、その存在が
想定され、本システムは、ユーザ・サーバ・コンフィギュレーションにおいて動作するこ
とができ、ユーザがウェブ系サーバからウェブ・ページを検索することを可能にする。種
々の従来のウェブ・ブラウザのいずれでも、ウェブ・ページ上のデータを表示および操作
するために用いることができる。
【００３５】
　図１の環境は環境の一例を示すが、他の計算環境も用いてもよいことは言うまでもない
。例えば、本発明の１つ以上の例では、図１に示し先に説明した種々の態様の全てよりも
少ない態様を有する環境を用いてもよく、これらの態様は、種々の組み合わせおよび下位
の組み合わせにも出現する場合もあり、これは当業者には明白であろう。
【００３６】
　図２は、本発明の種々の態様に応じて、例えば、メディア・コンテンツ・ソースおよび
／またはクライアント・デバイスとして用いることができる、ペンを用いたパーソナル・
コンピュータ（ＰＣ）２０１を示す。図１のシステムにおける特徴、サブシステム、およ
び機能のいずれもまたは全てを図２のコンピュータに含むことができる。ペンを用いたパ
ーソナル・コンピュータ・システム２０１は、大型表示面２０２、例えば、液晶表示（Ｌ
ＣＤ）画面のようなディジタル化平面パネル・ディスプレイを含み、この上に複数のウィ
ンドウ２０３を表示する。スタイラス２０４を用いると、ユーザは、ディジタル化表示エ
リアを選択および強調することができ、更にその上に書き込むことができる。適したディ
ジタル化表示パネルの例には、Mutoh Co.（現在ではFinePoint Innovations Co.として知
られている）またはWacom Technology Co.から入手可能なペン・ディジタイザのような、
電磁ペン・ディジタイザが含まれる。その他の種類のペン・ディジタイザ、例えば、光学
ディジタイザも用いることができる。ペンを用いた計算システム２０１は、スタイラス２
０４を用いて行われるジェスチャを解釈して、データを操作し、テキストを入力し、表計
算、ワープロ・プログラム等の作成、編集、および修正というような、従来のコンピュー
タ・アプリケーションのタスクを実行する。
【００３７】
　スタイラス２０４には、ボタンまたはその他の機構を装備して、その能力を高めるとよ
い。一例では、スタイラス２０４は、「ペンシル」または「ペン」のように実現すること
ができ、この場合、一端は書き込み部を構成し、他端は「消しゴム」部を構成し、ディス
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プレイを横切って移動させると、ディスプレイ上に消去される電子インクの部分が示され
る。マウス、トラックボール、キーボード等のような、他の種類の入力デバイスも用いる
ことができる。加えて、ユーザ自身の指も、接触感応または近接感応ディスプレイ上に表
示される画像の部分を選択または指示するために用いることができる。したがって、「ユ
ーザ入力デバイス」という用語は、ここで用いる場合、広い定義を有することを意図して
おり、周知の入力デバイスに対する多くの変形も包含するものとする。
【００３８】
　種々の例では、本システムは、インク・プラットフォーム(ink platform)を１組のＣＯ
Ｍ（コンポーネント・オブジェクト・モデル）サービスとして提供し、アプリケーション
・プログラムがこれを用いて、インクを取り込み、操作し、格納することができる。また
、インク・プラットフォームは、拡張型マークアップ言語（ＸＭＬ）のような言語を含む
、マークアップ言語を含むこともできる。更に、本システムは、ＤＣＯＭを別の実施態様
として用いることもできる。Microsoft CorporationからのWin32プログラミング・モデル
および.Netプログラミング・モデルのような、更に別の実施態様も用いることができる。
これらのプラットフォームは、市販されており、当技術分野では周知である。
【００３９】
　ペンを用いた計算システム即ち「タブレットＰＣ」（例えば、変換可能なラップトップ
または「スレート」型タブレットＰＣ）の性能を最大限用いることに加えて、本発明の態
様は、ハンド・ヘルドまたはパーム・トップ計算システム、パーソナル・ディジタル・ア
シスタント、ポケット・パーソナル・コンピュータ、移動体およびセルラ電話機、ページ
ャ、ならびにその他の通信デバイス、腕時計、電気器具、ならびにモニタまたはその他の
ディスプレイ・デバイス、および／または印刷したまたはグラフィカル情報をユーザに呈
示し、電子ペンまたはスタイラスを用いた入力を行わせるディジタイザを含むその他のあ
らゆるデバイスまたはシステムのような、その他の種類のペンを用いた計算システムおよ
び／または電子インクとしてデータを受け入れる、および／または電子ペンまたはスタイ
ラス入力を受け入れるその他のデバイスと共に用いることもできる。
【００４０】
　これより、残りの図面と関連付けて本発明について説明する。図面は、発明の種々の特
徴および態様の例を例示するのに役立ち、更に発明を説明するのにも役立つ。この詳細な
説明に含まれる具体的な図および情報は、発明を限定するように解釈しないのは当然であ
る。

ＩＶ．本発明によるシステムおよび方法の例
Ａ．任意に多数のメディア・コンテンツ・ソースから選択したメディア・コンテンツをク
ライアント・デバイスに引き入れ、多数のメディア・ソースから入手可能なメディア・コ
ンテンツの統一リストまたはビューを呈示する
　図３は、（例えば、クライアント・デバイスからコピー動作を「引き入れる」または駆
動することにより）メディア・コンテンツを発見しクライアント・デバイスに供給するこ
とができるシステム例３００を示す。図３に示すように、システム例３００は、メディア
・コンテンツ・ソース３０２を含む。メディア・コンテンツ・ソース３０２は、動作的に
クライアント・デバイス３０４に接続されている（例えば、電子的に通信状態にある）。
これを接続矢印３０６によって示す。ソース３０２とクライアント・デバイス３０４との
間では、本発明から逸脱することなく、適したまたは所望の形式の接続３０６であればい
ずれでも用いることができ、有線接続（例えば、イーサネット（登録商標）、電話回線等
）、ワイヤレス接続、ブロードキャスト接続、あるいは当技術分野において周知でありか
つ使用されている従来の接続形式を含むその他のあらゆる具体的な形式の接続等がある。
本発明の少なくとも一部の例では、メディア・コンテンツ・ソース３０２および／または
クライアント・デバイス３０４は、ワイヤレス・ルータ、ワイヤレス・カード、赤外線送
信／受信能力、ブロードキャスト送信／受信能力（例えば、ＵＤＰまたはＴＣＰ／ＩＰ能
力等）、および／またはデバイス３０２および３０４間の通信を可能にするその他の送信
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／受信手段の内少なくとも一部を含む。このように、ワイヤレス接続システムを用いる場
合、クライアント・デバイス３０４を携行するユーザがシステム３００の近傍に入ると、
ソース３０２およびクライアント・デバイス３０４は、ユーザ入力なくまたは殆どなく、
通信を確立することができる。システム３００は、ＬＡＮまたは、ユーザの家庭または事
務所に位置する小規模ネットワークのような、その他のローカル・システムのようなネッ
トワークを構成することができる。
【００４１】
　概略的に、本発明のこの例によるシステム３００および方法は、以下のように動作する
ことができる。メディア・コンテンツ・ソース３０２は、ソース３０２上に格納されてい
るまたはソース３０２を通じてアクセス可能な、入手可能なメディア・コンテンツを示す
データ（または、少なくともこのようなメディア・データが入手可能であることを示す情
報）を発行する。クライアント・デバイス３０４は、入手可能なメディア・コンテンツを
示すデータ、および／またはメディア・コンテンツが入手可能であることを示すデータを
受信し、次いでクライアント・デバイス３０４は、ソース３０２上で入手可能なメディア
・コンテンツの少なくとも一部を識別する情報を含む表示を、クライアント・デバイス３
０４上に生成する。クライアント・デバイス３０４（および、以下で更に詳しく説明する
、そのデバイス３０４に設けられているインターフェース）を用いて、ユーザは、転送ま
たはコピーする種々の具体的なメディア・コンテンツ・ファイルをクライアント・デバイ
ス３０４上で選択することができる。ユーザの選択に応答して、クライアント・デバイス
３０４は、選択されたメディア・コンテンツに対応するデータを、通信システム３０６を
通じてクライアント・デバイス３０４上に「引き入れる」プロセスを開始することができ
る。勿論、ソース３０２と通信するためには、所望の数であればいくつのクライアント・
デバイス３０４でも設定(configure)および／または著作(author)することができ、本発
明から逸脱することにはならない。
【００４２】
　本発明から逸脱することなく、ソース３０２および／またはクライアント・デバイス３
０４は、所望のタイプ、フォーマット、データ、および／またはその他の情報であればい
ずれでも発行、転送、および／または受信することができる。本発明の少なくとも一部の
例は、既に存在するメディア・コンテンツの入手可能性を発行し発見する技術を利用する
ことができる。更に具体的には、当技術分野では周知のように、Windows Media Content 
Servers（ワシントン州RedmondのMicrosoft CorporationからWindows Media 10と共に入
手可能）は、メディア・コンテンツに関するメタデータを発行するために、Universal Pl
ug-and-Play（普遍的プラグ・アンド・プレイ）技術（"UPnP"）を用いる。本発明の少な
くとも一部の例では、ソース３０２は、例えば、ソース３０２がWindows Media Connect
（"WMC")コンポーネントを含む場合（例えば、市販のWindows Media Player 10 updateの
一部）、Windows Media Content ServerまたはUPnPオーディオ／ビデオ・サーバとして機
能することができる。このWindows Media Connectコンポーネントは、転送するメディア
・コンテンツを含むソース３０２が、クライアント・デバイス３０４が検査および／また
はコピーするために入手可能なソース飢えに収容されているメディア・コンテンツに関す
る情報（例えば、メタデータ）を発行することを可能にする。一方、クライアント・デバ
イス３０４は、それ自体に対応するUPnPクライアント・ソフトウェアがロードされており
、UPnPサーバ（即ち、図３の構造例におけるソース３０２）から「リモート」メディア・
コンテンツにアクセスすることを可能にする。
【００４３】
　UPnPのようなメカニズムは、メタデータのかなり自動的な検査および発見に対処するの
で、移動体ＰＣにとってのメディア・コンテンツ取り込み操作過程は、比較的透明でシー
ムレスにすることができる。例えば、クライアント・デバイス３０４のような移動体ＰＣ
を有するユーザがシステム３００に入ると、移動体ＰＣ３０４はサーバ（即ち、この場合
、ソース３０２）によってそれ自体を認証し、ソース３０２上で入手可能なメディア・コ
ンテンツを「発見」／検査することができる。次いで、クライアント・デバイス３０４は
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ソース３０２上で入手可能なメディア・コンテンツのリストを生成し、このリストをユー
ザに、クライアント・デバイス３０４のディスプレイ上に呈示することができる。認証手
順の例については、本明細書において以下で更に詳しく説明する。
【００４４】
　本発明の少なくとも一部の例によるシステムは、図３に示すような、１つのメディア・
コンテンツ・サーバ３０２に限定されるのではない。図４は、別のシステム例４００を示
し、ここでは、１つのクライアント・デバイス３０４が複数のメディア・コンテンツ・ソ
ース４０２、４０４、および４０６に動作的に（例えば、電子的に連通して）結合されて
いる。クライアント・デバイス３０４は、図４では、ソース４０２、４０４、および３０
６に対してそれぞれ別個の接続部４０８ａ、４０８ｂ、および４０８ｃを有するように示
されているが（例えば、前述の形式の有線またはワイヤレス接続部によって）、種々のソ
ース４０２、４０４、および４０６（もしもあるのであれば）間の関係および／または接
続は、本発明から逸脱することなく、様々に変化してもよいことは、当業者には認められ
よう。例えば、ソース４０２、４０４、および４０６は、完全にたがいに独立していても
よく、（ＬＡＮ等のような）ネットワークに互いに接続されていてもよく、あるいはそれ
以外で互いに通信状態にあってもよく、本発明から逸脱するのではない。別の潜在的な代
替案として、所望であれば、メディア・コンテンツ・ソース４０２、４０４、および４０
６の全てまたは一部が共通のサーバ・コンピュータ（任意に、３つのソース４０２、４０
４、および４０６の１つ）と通信することができ、次いでそのサーバ・コンピュータが、
それ自体および／またはそれに接続されているソースに代わって、メディア・コンテンツ
情報を発行すること、および／またはクライアント・デバイス３０４と通信することもで
きる。種々のソースおよび／またはクライアント・デバイス間の通信のいずれのネットワ
ーク構築またはその他の配設も、本発明から逸脱することなく、用いることができる。
【００４５】
　種々のソース４０２、４０４、および４０６は、互いに同一でも異なっていてもよく、
本発明から逸脱することにはならない。例えば、１つのソース４０２はデスクトップＰＣ
を構成することができ、一方別のソース４０４はテレビジョン・セット・トップ・ボック
スを構成することができ、更に別のソース４０６はサーバまたはディジタル記憶装置を構
成することができる。また、本発明から逸脱することなく、いずれの数のソースでもシス
テム４００に含むことができ、更に本発明から逸脱することなく、いずれの数のクライア
ント・デバイス３０４でもシステム４００と双方向処理することを許可してもよい。勿論
、種々のクライアント・デバイス３０４も互いに同一でも異なっていてもよく、本発明か
ら逸脱することにはならない。
【００４６】
　概略的には、多数のソース４０２、４０４、および４０６を有するシステム４００は、
図３に関して先に説明したのと同様に動作することができる。更に具体的な一例として、
本発明の少なくとも一部の例では、種々のメディア・コンテンツ・ソース４０２、４０４
、および４０６は、当該ソース上に格納されているまたは当該ソースを通じてアクセス可
能な入手可能なメディア・コンテンツを示すデータを独立して発行することができる（ま
たは、メディア・コンテンツが少なくとも当該ソース上で入手可能であることを示すデー
タを発行することができる）。クライアント・デバイス３０４は、この発行データを受信
し、種々のソース４０２、４０４、および３０６からの情報をコンパイルして、１つの表
示またはリストをクライアント・デバイス上に生成する。この表示またはリストは、多数
のソース４０２、４０４、および３０６上で入手可能なメディア・コンテンツの少なくと
も一部を特定する情報を含む。任意に、望ましければ、同じ項目が多数のソース４０２、
４０４、および４０６上で入手可能であっても、クライアント・デバイスは一度に入手可
能な情報の個々の項目をリストする。クライアント・デバイス３０４（そして、後に更に
詳しく説明する、当該デバイス３０４上に設けられているユーザ・インターフェース）を
用いて、ユーザは、クライアント・デバイス３０４に転送またはコピーするために、ソー
ス４０２、４０４、および４０６のいずれからでも種々のメディア・コンテンツ・ファイ
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ルを選択することができる。ユーザの選択に応答して、クライアント・デバイス３０４は
プロセスを開始することができ、この中で、選択されたメディア・コンテンツに対応する
データを、システム通信４０８ａ、４０８ｂ、および４０８ｃを通じて、クライアント・
デバイス３０４に「引き込む」。
【００４７】
　図３に示したシステム例３００の場合と同様、所望のタイプ、フォーマット、データ、
および／またはその他の情報であればいずれでも、ソース４０２、４０４、および４０６
および／またはクライアント・デバイス３０４によって、発行、転送、および／または受
信することができ、本発明から逸脱することにはならない。更に具体的な一部の例では、
ソース４０２、４０４、および４０６の各々は、個々に、Windows Media Content Server
またはUPnPオーディオ／ビデオ・サーバとして機能することができる（例えば、Windows 
Media Connect（"WMC")コンポーネント（Windows Media Player 10 updateの一部）を含
ませることにより）。このWindows Media Connect コンポーネントは、ソース４０２、４
０４、および４０６がこれらに収容されているメディア・コンテンツに関する情報（例え
ば、メタデータ）を発行し、この情報（および基礎となるメディア・コンテンツ）をクラ
イアント・デバイス３０４が検査および／またはコピーするために利用できるようにする
ことを可能にする。この場合も、クライアント・デバイス３０４には、対応するUPnPクラ
イアント・ソフトウェアがロードされており、これによってUPnPサーバから「リモート」
メディア・コンテンツにアクセスすることが可能になる（即ち、図４の構造例では、ソー
ス４０２、４０４、および４０６）。あるいは、所望であれば、１つ以上の個々のソース
４０２、４０４、および４０６または独立したサーバまたはコンピュータが、システム４
００に含まれる他のソースのためにWindows Media Content Server またはUPnPオーディ
オ／ビデオ・サーバとして機能することもできる（そして、クライアント・デバイス３０
４はこの１つのサーバ・コンピュータと接続することができる）。更に別の代替案として
、少なくとも一部の例では、種々のソース（例えば、４０２、４０４、および４０６）は
、別個で独立したネットワーク（例えば、有線、無線等）上に位置してもよい。また、各
ネットワークは、所望であれば、多数のメディア・ソースを有することもでき、クライア
ント・デバイス３０４は、異なるネットワーク上に位置するソースからのメディア・コン
テンツを凝集することもできる）。
【００４８】
　図５は、本発明の少なくとも一部の例による、１つ以上のメディア・コンテンツ・ソー
スと１つ以上のクライアント・デバイスとの間の通信プロセスの一例を全体的に示すフロ
ーチャートを含む。手順が開始すると（Ｓ５００）、種々のメディア・コンテンツ・ソー
スまたはサーバを起動即ち、ブート・アップする（Ｓ５０２）。ソースは、周期的および
／または連続的に情報、例えば、ダウンロードのために入手可能な具体的なメディア・コ
ンテンツを示す情報、新しいメディア・コンテンツが入手可能であることを示す情報（例
えば、最後のダウンロード以来、等）を発行する。この発行は、例えば、ブロードキャス
ト・プロトコル（例えば、ＵＤＰ、ＴＣＰ／ＩＰ等）を用いてUPnPフォーマット等で行う
ことができる。
【００４９】
　Ｓ５０４において、クライアント・デバイスはネットワークに入り、および／またはソ
ースと接続する（ソースとの通信を確立するアプリケーション・プログラムがアクティブ
であり、クライアント・デバイスの加入時点またはその後に起動すると仮定する）。クラ
イアント・デバイスは、UPnP技術を用いることを含み、いずれの所望のやり方でも、ワイ
ヤレス接続、ブロードキャスト送信／受信、赤外線送信／受信等を通じて、ソースと通信
することができる。ダウンロードのために入手可能なメディア・コンテンツが少なくとも
１つのソース上に存在すると仮定すると、クライアント・デバイスおよびそのユーザに、
ソースからの発行情報を通じて、メディア・コンテンツがダウンロードのために入手可能
であることを助言する（Ｓ５０６）。更に具体的な一例として、クライアント・デバイス
がネットワークに入り、ソースが発行したメタデータ（実際のコンテンツ、コンテンツを
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特定する情報、コンテンツが入手可能であることを示す情報等を含むことができる）を受
信したとき、クライアント・デバイスは、表示を生成し、ユーザに、ダウンロードのため
にコンテンツが入手可能であることを助言することができる。いずれのタイプの情報でも
ユーザに伝えることができ、および／または処理を進めるために所望の選択肢であればい
ずれでもユーザに与えることができるが、この種のユーザ・インターフェース画面例６０
０を図６に示す。図示のように、このユーザ・インターフェース画面例６００では、メデ
ィア・コンテンツが入手可能であることをユーザに助言し、彼／彼女が入手可能なメディ
ア・コンテンツを見たいか否か、および／またはコンテンツをクライアント・デバイスに
ダウンロードしたいか否か尋ねる。このインターフェース例６００では、ユーザは、回答
において、（ａ）入手可能なコンテンツを見ることを決定する、（ｂ）入手可能なコンテ
ンツのダウンロード手順を開始する、（ｃ）入手可能なコンテンツを見ず、ダウンロード
もしないことを決定する、（ｄ）後で再度促すように頼む、（ｅ）このネットワークから
のダウンロードについて再度尋ねないようにシステムに通知する、あるいは（ｆ）ダイア
ログ・パネルを閉じることができる。
【００５０】
　図５に示す手順例に戻り、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は、
次に、メディア・コンテンツがダウンロードのために入手可能であるという情報に対して
ユーザがどのように応答したか判定を行うことができる。具体的には、Ｓ５０８において
、これらのシステムおよび方法例は、ユーザがコンテンツをダウンロードする目的でソー
スおよび／またはネットワークと接続しようとしたか否か判定を行う（例えば、インター
フェース６００の"View Content"（コンテンツを見る）または"Download Content"（コン
テンツをダウンロードする）をクリックすることによってＳ５０８において「はい」と答
えるか、または、例えば、インターフェース６００のその他の利用可能な選択肢の１つを
クリックすることによってＳ５０８において「いいえ」と答える）。ユーザがダウンロー
ドの目的で接続しようとしない場合（即ち、Ｓ５０８における答えが「いいえ」）、本例
によるシステムおよび方法は、必要であれば、他の処理を実行することができ（Ｓ５１０
）、次いでプロセスは終了することができる（Ｓ５１２、例えば、中止する、遮断する、
別の入力を待つ、他の処理を続ける、別の新しいメディア・コンテンツを待つ等）。ユー
ザがメディア・コンテンツをダウンロードする目的でソースおよび／またはネットワーク
に接続しようとした場合（即ち、Ｓ５０８における答えが「はい」）、本発明のこの例に
よるシステムおよび方法は、このユーザまたはクライアント・デバイスが以前にこのソー
スおよび／またはネットワークからメディア・コンテンツをダウンロードすることを許可
されているか否か判定を行う。更に具体的には、本発明のこの例によるシステムおよび方
法は、このクライアント・デバイスがシステムからメディア・コンテンツをダウンロード
するために以前に認証されているか否か判定を行う（Ｓ５１４）。ユーザまたはクライア
ント・デバイスがシステムからメディア・コンテンツをダウンロードすることを既に許可
されている場合（Ｓ５１４における答えが「はい」（例えば、以前にユーザまたはデバイ
スを登録することによって、パスワード情報を入力することによって、等）、ダウンロー
ド手順を継続することができる。これについては、以下で更に詳しく説明する（ユーザの
認証ステータスに介在する変化がなかったと仮定する）。ユーザまたはクライアント・デ
バイスがこのシステム上でメディア・コンテンツをダウンロードすることを以前に許可さ
れていない場合（Ｓ５１４における答えが「いいえ」）、認証または登録手順を行い（Ｓ
５１６）、その後コピーまたはダウンロードに移る。
【００５１】
　いずれの種類の認証または登録手順でも、本発明から逸脱することなく、用いることが
でき、例えば、ユーザ名／パスワードの入力、デバイスに対する一意の識別子を割り当て
るまたは登録し、今後このデバイスへのアクセスを許可する等が含まれる。本発明の少な
くとも一部の例では、認証または登録は、メディア・コンテンツ・ソースまたはシステム
のその他のサーバ・コンピュータにおいて行うことができる。図７は、インターフェース
画面例７００を示し、これはメディア・コンテンツ・ソースまたはその他のサーバ・コン
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ピュータにおいてこの初期認証または登録手順の間表示することができる。具体的には、
このインターフェース画面７００は、システム・オペレータに、ユーザが潜在的なダウン
ロードのためにメディア・コンテンツおよび／または入手可能なメディア・コンテンツに
関する情報を受信しようとしていることを通知する。インターフェース画面７００は、シ
ステム・オペレータに、メディア・コンテンツのこのクライアント・デバイスおよび／ま
たはユーザへの配布をイネーブルすべきかまたはディスエーブルすべきか尋ねる。任意に
、所望であれば、システム・オペレータは"configure"（環境設定）選択肢を用いて、こ
のユーザまたはクライアント・デバイスに対するダウンロード可能なメディア・コンテン
ツに関する種々のパラメータを設定することができる（例えば、特定のタイプのメディア
・コンテンツにダウンロードを限定する、無制限にいずれのメディア・コンテンツのダウ
ンロードでも許可する、ある個人が所有するメディア・コンテンツにダウンロードを限定
する、ダウンロードの回数を制限する等）。当業者には容易に認められようが、本システ
ムは、本発明から逸脱することなく、所望のやり型であればいずれでも、メディア・コン
テンツに対する特定のユーザまたはデバイスのアクセスを限定するように構成することが
できる。
【００５２】
　ダウンロードをイネーブルする場合、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよ
び方法は、このクライアント・デバイスに、ハードウェアＭＡＣアドレスのような一意の
識別子を割り当てるまたは利用することができる。その後、この一意に特定されたクライ
アント・デバイスが後にシステムに入ったときに、一意の識別子を用いて、これを素早く
認証し、入手可能なメディア・コンテンツへのアクセスを許可することができる（任意に
、環境設定の間に以前に強制したあらゆる制約を用いて）。クライアント・デバイスが以
前にメディア・コンテンツをダウンロードする許可を拒否されたことがあるか否か素早く
判定するために、同じ種類の一意の識別子を用いることができる。勿論、その他の認証お
よびチェック手順も、本発明から逸脱することなく、用いることができる。
【００５３】
　本発明の少なくとも一部の例では、図７に示すような認証画面は、クライアント・デバ
イスのユーザがメディア・コンテンツのダウンロードに進もうとする、および／または入
手可能なメディア・コンテンツに関する情報へのアクセスを得ようとするまで、またはそ
うしない限り、サーバまたはソース上には現れない。このように、クライアント・デバイ
スのシステムへの加入およびシステムからの退出は、ユーザがソースと双方向処理を行お
うとするまでは、ソースまたはそのオペレータには透明である。また、本発明の少なくと
も一部の例では、所望であれば、認証プロセス全体を行うのは、クライアント・デバイス
毎に１回でよい。後の時点で、同じクライアント・デバイスがネットワークに進入してき
たときに、前述のようなデバイス識別情報を自動的にクライアント・デバイスによって送
信し、ソースにおいて受信することができ、後の認証チェックを自動的かつ迅速に行うよ
うにすることができ、クライアント・デバイスのユーザおよび／またはソース・オペレー
タの入力または情報を必要としない。勿論、所望であれば、異なる形式またはレベルのセ
キュリティまたは認証を課して、これらの自動許可チェックおよび／または認証を実行し
ないようにしてもよい（例えば、システムのクライアント・デバイスとの全ての双方向処
理の開始時における認証は、ユーザＩＤおよび／またはパスワード情報、アカウント・ス
テータスチェックを含まなければならず、所望であれば、その他の許可または認証チェッ
クをその都度要求するようにしてもよい）。あるいは、所望であれば、本発明の少なくと
も一部の例によるシステムおよび方法では、認証を含ませる必要はない。
【００５４】
　所望の許可および認証がある場合に、一旦その全てを実行したなら、本発明のこの例に
よるシステムおよび方法は、例えば、前述の通信システムを通じて、入手可能なメディア
・コンテンツのリストをクライアント・デバイスに提供する（Ｓ５１８）（勿論、クライ
アント・デバイスは最近メディア・コンテンツを受信することを許可されたと仮定する）
。入手可能なメディア・コンテンツの情報は、本発明から逸脱することなく、所望のフォ
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ーマットまたはやり方であればそのいずれでも提供することができる。例えば、所望であ
れば、クライアント・デバイスは、別個にそして独立して入手可能なメディア・コンテン
ツの情報を、許可された全てのソースから収集することができ、クライアント・デバイス
はこの収集した情報を用いて、種々のソースからクライアント・デバイスのユーザに入手
可能なメディア・コンテンツの統一した１つのリストを生成し呈示することができる（例
えば、全てのソースからの入手可能なメディア・コンテンツ情報を、いずれかの所望のや
り方で分類および／または並び替えする）。別の代替案として、所望であれば、入手可能
なメディア・コンテンツを、種々の異なるソースに基づいた別個のリストにソートして、
クライアント・デバイスにおいて表示することもできる。勿論、本発明から逸脱すること
なく、別の並び替え方法を用いてもよく、例えば、ダウンロードの日、作成日、最後の編
集日、タイトルのアルファベット順、放送時間等による並べ替えが含まれる。更に別の例
として、所望であれば、メディア・コンテンツ・ソースの１つ以上が、入手可能な全ての
ソースから入手可能なメディア・コンテンツ情報を収集し、次いで収集したデータをクラ
イアント・デバイスに発行または送信することもできる。勿論、クライアント・デバイス
において入手可能なデータを作成し、これを並び替え、これをクライアント・デバイス上
で呈示する多くのその他の方法も、本発明から逸脱することなく、用いることができる。
【００５５】
　一旦入手可能なメディア・コンテンツがクライアント・デバイスのユーザに表示された
なら、ユーザは彼／彼女がクライアント・デバイスにコピーしたい所望のメディア・コン
テンツを選択することができ（Ｓ５２０）、これら選択したファイルのコピーを開始する
ことができる（Ｓ５２２）。選択およびダウンロード／コピー・プロセスは、クライアン
ト・デバイスにおいて開始および実行し、クライアント・デバイスによって推進し、情報
をそのデバイスにソースから引き込むことができる。このように、多数のソースからのメ
ディア・コンテンツのコピーおよびダウンロードは、クライアント・デバイスの１つのイ
ンターフェースにおいて便利に制御することができる。一旦所望のまたは選択したメディ
ア・コンテンツをコピーしたなら、本発明のこの例によるシステムおよび方法は、必要で
あれば、その他の処理を実行することができ（Ｓ５１０）、次いで、プロセスは終了する
（Ｓ５１２、例えば、中止する、遮断する、別の入力を待つ、他の処理を続ける、別の新
しいメディア・コンテンツを待つ等）。
【００５６】
　勿論、これらのシステムおよび方法における多くの変更も、本発明から逸脱することな
く、可能である。例えば、図５に示す手順に関して、種々のプロセス・ステップを省略し
てもよく、別のステップを追加してもよく、特定のステップの内容を変更したり、順序を
変更したり、および／またはこれらの種類の変更のいずれの組み合わせでも、本発明から
逸脱することなく、可能である。更に具体的な例として、所望であれば、クライアント・
デバイスがシステムに入ると直ぐに、所望であれば、認証手順を実行することができる。
別の例として、所望であれば、選択したメディア・コンテンツ・ファイルをコピーする前
に、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は、その特定のメディア・コ
ンテンツ・ファイルのコピーが既にクライアント・デバイス上に存在するか否か判定する
ことができる（そして、存在する場合、コピー・コマンドを無視することができ、ユーザ
に既存のコピーに上書きするか否か決定するように促すことができる、等）。具体的な手
順、手順のステップ、ユーザ・インターフェース画面の内容等に対するその他の多くの修
正や変更も、本発明から逸脱することなく、可能である。　
【００５７】
　図８および図９は、例えば、図３から図７に関連付けて先に説明した種々のプロセスま
たはステップを実行するために、本発明の例において用いることができるユーザ・インタ
ーフェースおよびアーキテクチャ例の更なる詳細を示す。図８は、例えば、初期設定中、
新しいクライアント・デバイスがシステムに入り、ネットワークを通じてデータをダウン
ロードしようとしたとき、新しい潜在的なソースがネットワークに加入したとき、および
／またはその他のいずれの所望の時点において、システムを管理し環境設定するためのユ
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ーザ・インターフェース画面例８００を示す。新しいクライアント・デバイスが認証され
、システムにおいてメディア・コンテンツをダウンロードするための使用を許可されたと
き、図８に示すような環境設定画面を用いて、この新しいデバイスがメディア・コンテン
ツを得ることができるデバイスを指定、制御、および／または制限すること、および／ま
たはそれ以外の方法でこの新しいユーザに入手可能な情報を制御または制限することがで
きる。また、いずれの時点においても、図８に示すようなインターフェースは、例えば、
システム・オペレータによって、特定のクライアント・デバイスがアクセスを得ることが
できる新しいメディア・コンテンツ・ソースを加入するため、ある種の特定のクライアン
ト・デバイスがアクセスすることができる特定のメディア・コンテンツ・ソースへのアク
セスを削除するため、新しいメディア・コンテンツ・ソースをシステム全体に加入するた
め、既存のメディア・コンテンツ・ソースをシステムから削除するため、既存のメディア
・コンテンツ・ソースの名称を変更するため等に用いることができる。これらおよびその
他の環境設定の目的に、例えば、「共有の目的」等に、その他のインターフェース画面を
用いることもできる（例えば、いずれのクライアント・デバイスでもアクセスすることが
できるまたはアクセスすることができないメディア・コンテンツ・ソース上の特定のフォ
ルダまたはファイルを特定、指定、制御、および／または制限するため、メディア・コン
テンツ・ソース上のある種のフォルダまたはファイルに「ロック」またはパスワードをか
けるため等）。
【００５８】
　図９は、前述の種々のシステムおよび方法において用いることができるアーキテクチャ
９００の具体例に関する更に詳細な情報を示す。図９に示すように、このアーキテクチャ
は、クライアント・デバイス上で走る「近隣メディア」アプリケーション・プログラム９
０２を含む。このアプリケーション・プログラムは、同様にクライアント・デバイス上に
ある「メディア発見」クライアント９０４と共に動作する。メディア発見クライアント９
０４は、この構造例では、UPnPクライアントであり、異なるUPnP AVサーバ（例えば、メ
ディア・コンテンツ・ソースまたはサーバ９０６および９０８）から全てのリモート・メ
ディア・コンテンツ情報を受信する。必要な設定は全て、この例では、例えば、図８と関
連付けて先に説明したように、サーバ側で行うことができる。本発明のこの例による少な
くとも一部のシステムおよび方法例では、サーバ９０６および／または９０８に「クライ
アント」として登録する以外に（あるいは、それ以外でシステムへのアクセスを得る許可
を受ける）、クライアント・デバイスにおいてそれ以上の環境設定は必要でない。
【００５９】
　ネットワーク上で入手可能なメディア・コンテンツは、メディア発見クライアント９０
４を通じてアプリケーション・プログラム９０２において表示され、メディア発見クライ
アント９０４は、（サーバ９０６および９０８のような）全てのUPnP AVサーバと通信し
、所望のリモート・メディア・コンテンツおよび／またはこのコンテンツに関する情報を
検索する。本発明の少なくとも一部の例では、アプリケーション・プログラム９０２を起
動したなら直ちに、および／または動作中のアプリケーション・プログラム９０２を含む
クライアント・デバイスが、ソース９０６および／または９０８を有するネットワークに
入ったなら直ちに、サーバ９６および９０８上において近隣メディアを発見するプロセス
を開始する。本発明によるシステムおよび方法の少なくとも一部の例では、サーバ９０６
および９０８は、アプリケーション・プログラム９０２がアクティブである限り、サーバ
端におけるメディア・コンテンツに対するあらゆる変更も、何らかの適したやり方で、例
えば、通知、ブロードキャスト、発行データ等によって、クライアント９０４に伝達する
。新しいメディア・コンテンツが入手可能であるときはいつでも、クライアント・デバイ
スは、アプリケーション９０２を新しい情報で自動的に更新するように構成することがで
きる。アプリケーション・プログラム９０２を終了するとき、クライアント・デバイスに
通知することができ、次いでサーバ９０６および９０８からの新しいメディア・コンテン
ツ（または更新したメディア・コンテンツ）を探すのを停止することができる。
【００６０】
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　サーバ９０６および／または９０８とクライアント・デバイスとの間で転送されるデー
タは、少なくともある種のメディア・コンテンツについて、および／またはシステムおよ
び方法によっては、メタデータを含むこともできる。多数のサーバがシステムまたはネッ
トワーク内に存在する場合、異なるサーバからのデータを凝集して、クライアント・デバ
イス上で統一して呈示することができる（クライアント・デバイスは、種々のソースから
情報を収集し、統一表示を生成することも責務としてもよい）。この凝集によってコンテ
ンツがだぶって呈示される結果となることもあるので、本発明による少なくとも一部のシ
ステムおよび方法では、種々のソース上で複製のチェック（および／またはクライアント
・デバイス上に既に存在するデータの複製）を、例えば、メディア・コンテンツが実際に
１つ以上のサーバからクライアント・デバイスに転送される前、リストをクライアント・
デバイスのユーザに呈示する前、および／またはその他のいずれの所望の時点においても
、行うことができる。
【００６１】
　代替案として、所望であれば、メディア・コンテンツ（例えば、ディジタル許可管理問
題がないメディア・コンテンツ）をネットワーク上にある１つよりも多いソースから複数
のネットワークに流す(stream)こともできる。例えば、本発明のこれらの例によるシステ
ムおよび方法は、１つよりも多いUPnP AVサーバからのコンテンツを整列させる（例えば
、クライアント・デバイスにおいて整列させる）ように構成することができ、クライアン
ト・デバイスは、多数のソースから、ストリーミング・プロセスを、例えば、１つのプレ
ーリストとして進めることができる。このように、ファイルの収集は、ストリーミングの
やり方で、１つのプレーリストとして、多ａ数のソースから、シームレスで、再生するこ
とができる。一選択肢として、コピーも、前述のようにストリーミング動作によって行う
のではなく、同じように実行して、１つのプレーリストまたはコレクションを作成するこ
とができる。
【００６２】
　図１０から図１４は、入手可能なメディア・コンテンツ情報をダウンロードし、特定の
メディア・コンテンツを選択し、選択したメディア・コンテンツをソースからクライアン
ト・デバイスにコピーするプロセスの間に、本発明の少なくとも一部の例にしたがって、
システムおよび方法において用いることができる、または供給することができる種々のユ
ーザ・インターフェース画面の例を示す。本発明の少なくとも一部の例によれば、コピー
したコンテンツは全て、自動的にクライアント・デバイス上に（例えば、Windows Media 
Player のライブラリに）登録され、クライアント・デバイス上に１つの起動／管理場所
（例えば、プレーリスト）を設けるようにすることができる。例えば、図１０は、入手可
能なメディア・コンテンツの視聴および／またはダウンロード手順が開始するとき（例え
ば、図５におけるＳ５０８の「はい」を示す入力に応答して）に、クライアント・デバイ
ス上に表示することができるユーザ・インターフェース画面例１０００を示す。種々の異
なるタイプのメディア・コンテンツが種々のソース（例えば、記録したＴＶデータ、オー
ディオ音楽データ、静止写真データ、ビデオ・データ、レクチャ・データ（例えば、教室
から、市販(commercial purchase)から等））上で入手可能であるので、そして種々の異
なるソース上では潜在的に全体的に大量の入手可能なメディア・コンテンツ情報が入手可
能であるために、初期インターフェース表示１０００は単にユーザに、ダウンロードのた
めにメディア・コンテンツのカテゴリを選択させるだけである。勿論、入手可能なメディ
ア・コンテンツ（例えば、ソース毎に）のその他の総合的な内訳または類別を最初に設け
てもよく、本発明から逸脱することにはならない。更に別の例として、所望であれば、ク
ライアント・デバイス上に表示する入手可能なメディア・コンテンツ情報を、特定のデバ
イスが再生することができるタイプのメディア・コンテンツに限定することもできる。
【００６３】
　このインターフェース表示例１０００においてメディア・コンテンツの概略的なカテゴ
リから１つ以上を選択すると（例えば、ペンの打ち込み、マウス・ボタンのクリック、キ
ーボード入力、音声入力、タッチ・スクリーン入力等によって）、任意に、行った選択に
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応じて、別の画面を表示させることができる。図１１は、図１０における「音楽」メディ
ア・コンテンツの選択に応答してクライアント・デバイスのディスプレイ上に表示するこ
とができるユーザ・インターフェース表示例１１００を示す（図１０において暗くした"M
usic"アイコンで示す）。この新しいインターフェース表示１１０は、種々の異なるアル
バムに並び替えられたまたは類別された、入手可能な音楽コンテンツを示す。ユーザは、
例えば、インターフェースに設けられている種々のボタン上でクリックすることによって
、クライアント・デバイスにダウンロードするために、種々のコンテンツを選択すること
ができる。望ましければ、ユーザは更にアルバム構造に「掘り下げる」こともでき（例え
ば、アルバム名またはそのアイコン等をクリックすることによって）、集合化に伴う更に
詳細なリストを見ることができる（例えば、アルバム上の個々の歌等）。勿論、いずれの
数の特定のアルバム（またはその他のメディア・コンテンツのコレクション）でも、種々
のソースのいずれからでも、種々の画面またはリストにして供給することができ、本発明
から逸脱することにはならない。
【００６４】
　入手可能なメディア・コンテンツのコレクションおよび／またはリストは、システムが
自動的に選択する既定の情報に基づくもの（ダウンロードの時刻、ダウンロードの日、最
後の編集時刻、最後の編集日等）および／または商業的に提供される情報（アルバム・コ
ンテンツ、名称、ジャンル等）に基づくものに限定されるのではない。逆に、所望であれ
ば、ユーザは彼ら自身のメディア・コンテンツのコレクションを作成することができ、本
発明から逸脱することにはならない。コレクションを生成または発生するユーザ入力は、
種々のソース上で入力することができ（例えば、メディア・コンテンツ・データを最初に
収集したとき、またはその他のいずれかの所望の時点）、またはクライアント・デバイス
において入力することができる（例えば、データをクライアント・デバイスにコピーして
いるとき、またはその他のいずれかの所望の時点）。図１２は、クライアント・デバイス
上に表示することができるユーザ・インターフェース画面１２００の一例を示し、本発明
の例によるシステムおよび方法において供給することができる、潜在的なユーザ定義「コ
レクション」を示す。この例では、図１２の「コレクション」画面１２００は、ユーザが
定義した入手可能な音楽コンテンツのコレクションを示す。この「コレクション」画面１
２００は、例えば、図１１に示す"Collections"アイコン上でクリックすることによって
、アクセスすることができる（図１１において暗くした"Collections"アイコンで示す）
。勿論、メディア・コンテンツ情報のあらゆる組み合わせを含む、いずれの数の具体的な
「コレクション」でも、種々のソースのいずれからでも生成し、種々のリストにして供給
することができ、本発明から逸脱することにはならない。
【００６５】
　図１３および図１４は、ディジタル写真メディア・コンテンツをダウンロードする場合
に用いるために、クライアント・デバイス上に設けることができる、ユーザ・インターフ
ェース画面１３００および１４００の別の例を示す。例えば、インターフェース画面１３
００は、ユーザが図１０における"Pictures"アイコン上でクリックしたときまたはこれを
用いて掘り下げたときに表示することができる。このインターフェース例では、写真は、
これらを撮影したカメラ、および撮影日（例えば、カメラＡ、撮影日、２００５年１月１
日）に基づいて、初期の順番で呈示さえる。所望であれば、ユーザはある日付の写真全て
を選択し、クライアント・デバイスにダウンロードすることができ、あるいは彼または彼
女は、図１４のユーザ・インターフェース画面１４００に示すように更に掘り下げて（例
：１／１０／０５の日付へ）、ダウンロードのために具体的な個々の写真のみを選択する
こともできる。
【００６６】
　種々の異なるタイプのメディア・コンテンツおよび／または異なるタイプのメディア・
コンテンツの混合物のために、別の特定的なユーザ・インターフェースを設けることもで
き、本発明から逸脱することにはならない。また、所望であれば、メディア・コンテンツ
をメディアのタイプで並び換える必要はない。リスト、呈示、および表示インターフェー
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ス画面には、所望であればいずれの並び替えパラメータでも用いることができ、コンテン
ツ・ファイル、ファイル作成日、最後の編集日、ソース、著作者名等に関する並び替えを
含み、本発明から逸脱することにはならない。これらのパラメータは、ユーザ入力に基づ
いて、例えば、当技術分野では周知のやり方で自由に探索、設定、および／または変更す
ることができる。加えて、所望であれば、探索エンジンを設けて、ユーザに任意にクライ
アント・デバイスから探索させて、種々の探索パラメータを満たす特定のメディアまたは
メディアのコレクションを突き止めることもできる。この種の探索メカニズムおよびこれ
らを用いるためのインターフェースは、当技術分野では周知であり使用されている。
【００６７】
　勿論、多種多様の異なる種類のユーザ・インターフェース、情報の組み合わせ表示、並
び替え方法および手順の表示等も、本発明から逸脱することなく、用いることができる。
加えて、選択画面、並び替え画面、ダウンロードのためのメディア・コンテンツのリスト
および／またはその他のデータまたは情報を含む、種々のユーザ・インターフェース画面
間でナビゲートする種々の方法も、本発明から逸脱することなく、設けることができ、従
来のブラウザおよびフォルダ・ナビゲーション・インターフェースに設けられているナビ
ゲーション・ツールを含む。
Ｂ．ユーザのネットワークおよび／またはクライアント・デバイス上でのメディア・コン
テンツの更新および同期
　本発明の態様は、「１回の」メディア・コンテンツ・コピーという場面(scenario)に限
定される訳ではない。逆に、多くの場合、メディア・コンテンツは変更したり更新される
可能性があり、新しいコンテンツが追加されることもあり、クライアント・デバイスのレ
ベルおよびメディア・コンテンツ・ソースのレベル双方で行われる。本発明の態様により
、クライアント・デバイスおよび／またはソースは、自動的にクライアント・デバイスと
メディア・コンテンツ・ソースとの間でコンテンツを更新および／または同期させること
によって、それらそれぞれのメディア・コンテンツを最新状態に維持することが可能とな
る。
１．既定のまたはユーザが選択した入力パラメータに基づく、新しいメディア・コンテン
ツの自動的並び替え
　ユーザのためにクライアント・デバイス上でメディア・コンテンツを最新状態に維持す
る１つの方法は、ユーザが選択し設定した所定のパラメータに基づいて、ソースからクラ
イアント・デバイスへの情報の自動的ダウンロードを伴う。例えば、ユーザは、クライア
ント・デバイスおよび／またはソースの１つを用いて、種々の選択基準（特定のアーティ
ストの歌全て、特定のタイム・スロットの間特定のチャネル上のＴＶショー全て、特定の
人が入っている写真全てというような）を収容した個人専用「クエリ」または「プロファ
イル」を作成することができる。この「プロファイル」情報は、例えば、クライアント・
デバイスまたはソースのいずれかに格納することができる。そして、このプロファイルに
対応する入力およびこれら既定のパラメータをソースが受信したときに、ソースは、必要
であれば、これらを自動的に記録し、任意に、個々のダウンロード手順を進めるためにこ
れ以上のユーザによる開始や双方向処理もなく、既定のパラメータを満たすあらゆるメデ
ィア・コンテンツ・ファイルを自動的にクライアント・デバイスに転送するように、クラ
イアント・デバイス／ソース・システム全体を設定することができる。例えば、プロファ
イルを生成したクライアント・デバイスがシステム上に到来し、既定のパラメータを満た
す新しいメディア・コンテンツがソースの１つで入手可能であるときにはいつでも、ユー
ザの双方向処理や開始が全くなく（例えば、背景スレッドにおいて）、システムはこの新
しいメディア・コンテンツを自動的にソースからクライアント・デバイスに転送するよう
に動作することができる。任意に、所望であれば、システムのソースまたはその他の部分
は、情報をクライアント・デバイスに発行またはそれ以外の方法で送信し、当該クライア
ント・デバイスに対する既定のパラメータを満たす新しいメディア・コンテンツを受信し
たことを示すことができ、そして、この発行は、一旦受信されると、自動コピー手順を開
始するために用いることができる。別の代替案として、クライアント・デバイスがネット
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ワークに入る度に、以前に設定したあらゆるパラメータまたはプロファイルを満たすメデ
ィア・コンテンツの探索を実行し、ソース上で発見したメディア・コンテンツのダウンロ
ードを自動的に開始することができる。ユーザの視点からは、既定のパラメータまたはプ
ロファイルを満たすメディア・コンテンツ・ファイルがダウンロードされた後に、ユーザ
の操作を全く必要とせずに、単に、クライアント・デバイスのメディア・コンテンツ・リ
スト上に現れるだけである。
【００６８】
　必要であればまたは所望であれば、ユーザが入力したパラメータを満たす新しいメディ
ア・コンテンツをソースからクライアント・デバイスにコピーする前に、本発明の少なく
とも一部の例によるシステムおよび方法は、この新しいメディア・コンテンツが既にクラ
イアント・デバイスに含まれているか否か判定を行うこともできる。これは、本発明から
逸脱することなく、所望のやり方であればいずれでも遂行することができ、例えば、元の
ファイルの作成タイムスタンプ・データを比較することによって、コンテンツ・メタデー
タを比較することによって、名称を比較することによって、バージョン情報を比較するこ
とによって等で遂行することができる。クライアント・デバイス上で二重コピーが発見さ
れなかった場合、次にコピー・ステップに進むことができるが、二重（または同様の）コ
ピーがクライアント・デバイス上で発見された場合、コピーを進める必要がなくなる（任
意に、所望であれば、ユーザに、どちらのコピーをクライアント・デバイス上に含ませれ
ばよいかについて入力を行うように問い合わせることができる）。例によっては、例えば
、ソースが新たに格納されたメディア・コンテンツを有するデータ（例えば、メタデータ
）を格納し、例えば、メディア・コンテンツがソースにとって新しいことを示す場合、そ
のメディア・コンテンツ・ファイルに伴う以前のいずれかのコピーまたは格納活動を示す
場合、ファイルをコピーした先である以前の宛先クライアント・デバイスを示す場合等で
は、二重コピーをチェックする必要性を回避または削減することができる。しかしながら
、このような状況であっても、クライアント・デバイスが異なる外部ソースから新しいメ
ディア・コンテンツを得た際には、二重コピーのチェックは、何らかの目的に供すること
ができる。
２．ソースおよびクライアント・デバイスを同期させて維持する
　本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は、クライアント・デバイスの
メディア・コンテンツを、メディア・コンテンツ・ソース上に収容されている対応のメデ
ィア・コンテンツと、またはその逆で、自動的に同期させ続ける機能を含むことができる
。本発明の少なくとも一部の例によれば、クライアント・デバイスが、メディア・ソース
を含むシステムに接続する場合、前述のように、クライアント・デバイスは、種々のメデ
ィア・ソースに含まれるメディア・コンテンツ、またはこれらを通じて入手可能なメディ
ア・コンテンツを示す情報を受信することができる。次いで、ソース上で入手可能なメデ
ィア・コンテンツをクライアント・デバイス上に既にあるメディア・コンテンツと比較す
ることによって、クライアント・デバイスは、ソースが、クライアント・デバイスには含
まれていないメディア・コンテンツを収容しているか否か判定することができる。クライ
アント・デバイス上にはない新しいメディア・コンテンツがソース上にある場合、本発明
の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は、この新たに突き止めたメディア・コ
ンテンツをクライアント・デバイスにコピーすることができる。所望であれば、本発明の
少なくとも一部の例によれば、前述のシステム接続、新しいメディア・コンテンツの検出
、および／または新しいメディア・コンテンツのコピーのステップは、クライアント・デ
バイスおよび／またはソースによって自動的に、例えば、背景スレッドにおいて実行する
ことができ、ユーザの入力によって活動を開始したり、起動したり、指令しなくてよい。
ユーザの視点からは、ユーザ側では何の行動もせずに、単に、新しいコンテンツが自動的
にクライアント・デバイスに現れる。
【００６９】
　メディア・ソースが、クライアント・デバイスに含まれていないメディア・コンテンツ
を含むか否か判定するステップは、いずれの所望の態様でも、そしていずれの所望の時点
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において行うことができ、本発明から逸脱することにはならない。例えば、所望であれば
、新しいメディア・コンテンツをメディア・コンテンツ・ソースにおよび／またはその他
のしかるべき時点において格納する場合、データ（例えば、メタデータ）と共に格納する
か、それが新しいことを示す新しいデータで更新することができ、作成日またはタイム・
スタンプ情報によって、最新の編集またはダウンロード日あるいはタイム・スタンプ情報
等によって、それがクライアント・デバイスに転送されたことがあることまたはないこと
を示し、それが１つ以上の特定のクライアント・デバイス（例えば、システム上に登録さ
れているクライアント・デバイス）に転送またはコピーされたことがあることまたはない
ことを示す。任意に、所望であれば、少なくとも次回クライアント・デバイスをシステム
上に登録するまで、そして新しいメディア・コンテンツをソースからダウンロードする機
会が与えられるまで、ソース上の新しいメディア・コンテンツにフラグを付けることもで
きる。新しいメディア・コンテンツに印を付ける、および／またはソースが新しいメディ
ア・コンテンツを収容しているか否か判定を行う別の方法も、本発明から逸脱することな
く、用いることができる。
【００７０】
　また、本発明の少なくとも一部の態様によるシステムおよび方法は、前述の同期手順の
逆を実行する処理を含むこともできる。更に具体的には、本発明の少なくとも一部の例に
よるシステムおよび方法では、クライアント・デバイスがメディア・ソースを含むシステ
ムに接続すると、前述のように、クライアント・デバイスは、種々のメディア・ソースに
含まれるメディア・コンテンツまたはこれらを通じて入手可能なメディア・コンテンツを
示す情報を受信することができる。次いで、ソース上で入手可能なメディア・コンテンツ
・データをクライアント・デバイス上にあるメディア・コンテンツと比較することによっ
て、クライアント・デバイス（またはソース）は、クライアント・デバイスが、メディア
・ソースの内少なくとも１つには含まれていないメディア・コンテンツを収容しているか
否か判定することができる（例えば、場合によっては、ユーザは種々のソースを含むシス
テム外部のソースからクライアント・デバイスにデータをダウンロードすることもあり得
る）。新しいメディア・コンテンツがクライアント・デバイス上にあり、ソースの内少な
くとも１つにはない場合、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は、新
たに突き止めたメディア・コンテンツをクライアント・デバイスからソースの内少なくと
も１つにコピーすることができる。所望であれば、本発明の少なくとも一部の例によれば
、前述のシステム接続、新しいメディア・コンテンツの検出、および／または新しいメデ
ィア・コンテンツのコピーのステップは、クライアント・デバイスおよび／またはソース
によって自動的に、例えば、背景スレッドにおいて実行することができ、ユーザの入力に
よって活動を開始したり、起動したり、指令しなくてよい。ユーザまたはシステム・オペ
レータの視点からは、彼らの側では何の行動もせずに、単に、新しいコンテンツが自動的
にメディア・コンテンツ・コンピュータの１つに現れる。別の例として、所望であれば、
ユーザまたはシステム・オペレータに、別のメディア・コンテンツの存在を知らせ、この
コンテンツをソースにダウンロードすべきか否かについて問い合わせることができる。
【００７１】
　クライアント・デバイスが、ソースの内少なくとも１つに含まれていないメディア・コ
ンテンツを含むか否か判定するステップは、いずれの所望の態様でも、そしていずれの所
望の時点において行うことができ、本発明から逸脱することにはならない。例えば、所望
であれば、新しいメディア・コンテンツをクライアント・デバイスにおよび／またはその
他のしかるべき時点において格納する場合、データ（例えば、メタデータ）と共に格納す
るか、それが新しいことを示す新しいデータで更新することができ、作成日またはタイム
・スタンプ情報によって、最新の編集またはダウンロード日あるいはタイム・スタンプ情
報等によって、それが新しいことを示し、その本来のソースを示し、それがネットワーク
・ソースに転送またはコピーされたことがあることまたはないことを示し、それが１つ以
上の特定のクライアント・デバイス（例えば、システム上に登録されているクライアント
・デバイス）に転送またはコピーされたことがあることまたはないことを示す。任意に、



(31) JP 5094709 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

所望であれば、少なくとも次回クライアント・デバイスをシステム上に登録するまで、そ
して新しいメディア・コンテンツをソースにダウンロードする機会が与えられるまで、ク
ライアント・デバイス上の新しいメディア・コンテンツにフラグを付けることもできる。
新しいメディア・コンテンツに印を付ける、および／またはクライアント・デバイスが新
しいメディア・コンテンツを収容しているか否か判定を行う別の方法も、本発明から逸脱
することなく、用いることができる。
【００７２】
　ソースおよびクライアント・デバイス間で同期を維持することは、別のデバイス上にあ
る完全に新しいメディア・コンテンツ・ファイルに関して、各デバイスを最新状態に維持
することには必ずしも限定されない。むしろ、本発明の例による少なくとも一部のシステ
ムおよび方法では、１つのデバイスのメディア・コンテンツ・ファイル内にあるメディア
・コンテンツを変更したとき（例えば、更新、編集等）に、別のデバイスの対応するメデ
ィア・コンテンツ・ファイルにあるメディア・コンテンツと比較して、最新のデータを収
容するようにこれらのデバイスを同期させる。本発明のこの態様の少なくとも一部の方法
によるシステムおよび方法は、クライアント・デバイスを少なくとも１つのメディア・ソ
ースを含むシステムに接続することを含むことができる。この例では、メディア・ソース
は第１メディア・コンテンツ・ファイルを含み、クライアント・デバイスは対応する第１
メディア・コンテンツ・ファイルを含む。少なくとも一部の例では、クライアント・デバ
イス上の対応するメディア・ファイルは、前述のように、メディア・ソースからダウンロ
ードされており、元々、これら２つのファイルは同じメディア・コンテンツ・データを収
容していたようにする。注記すべきは、メタデータ、ヘッダ・データ、またはこれら２つ
の対応するファイルに関するその他の識別データは、例えば、ファイルを保存および／ま
たはコピーするための環境設定およびプロトコルによって、互いに対していくらか異なる
場合もあるが、基礎のメディア・コンテンツは、少なくとも本来は、対応するファイルに
おいて同一であったであろうということである。
【００７３】
　一旦クライアント・デバイスが、メディア・ソースを含むシステムに再度入るまたはこ
れと再度接続したなら、前述のように、クライアント・デバイスはメディア・ソースに含
まれるメディア・コンテンツを示す情報を受信することができる。次いで、ソース上で入
手可能なメディア・コンテンツ・データ（例えば、実際のメディア・コンテンツ・データ
またはそれに伴うメタデータ等）を、クライアント・デバイス上にある対応するメディア
・コンテンツ・データと比較することによって、クライアント・デバイスは、メディア・
ソース上の第１メディア・コンテンツ・ファイルのメディア・コンテンツが、クライアン
ト・デバイス上の対応する第１メディア・コンテンツ・ファイル内にあるメディア・ファ
イルと異なるか否か判定することができる（例えば、いずれかのファイルにおいて、更新
、編集、変更等がなされているか否か）。このようなシステムおよび方法の少なくとも一
部の例では、第１メディア・ファイルが対応する第１メディア・コンテンツ・ファイルと
何らかの意味で相違する場合（例えば、実際の基礎となるメディア・コンテンツ）、どち
らのファイル（即ち、ソース上のメディア・コンテンツ・ファイルまたはクライアント・
デバイス上の対応するメディア・コンテンツ・ファイル）の方が新しいメディア・コンテ
ンツを収容しているかについて判定を行うことができる。一旦最も新しいファイルが判定
されたなら、第１メディア・コンテンツ・ファイルおよび対応する第１メディア・コンテ
ンツ・ファイルに収容されているデータを、互いに同期させて、各ファイルが最も新しく
ロードしたメディア・コンテンツを含むようにすることができる。
【００７４】
　ソースおよびクライアント・デバイス上の関連するメディア・コンテンツ・ファイルが
同期を必要とするか否か、そしてどちらのファイルの方が新しいデータを収容しているか
判定する際に含まれるステップは、本発明から逸脱することなく、いずれの所望のやり方
で実行してもよい。例えば、所望であれば、メディア・コンテンツ・ファイルをクライア
ント・デバイスまたはソースのいずれかにおいて編集または更新するとき、その更新また
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は編集バージョンを、編集または変更識別データ（例えば、メタデータ）と共に格納し、
例えば、最後の編集日、最後の編集時刻、再記録日、再記録時刻、ダウンロードの日、ダ
ウンロードの時刻、バージョン情報、ソース情報等を示すことができる。次いで、メディ
ア・コンテンツ・ファイルの集合毎に、編集または変更識別データの単純な比較を用いて
、これらのファイルが異なるか否か、および／または対の内どのファイルの方が新しいデ
ータを収容しているか判定することができる。任意に、所望であれば、少なくとも次回ク
ライアント・デバイスをシステム上で登録するまで、そしてソースと同期させる機会が与
えられるまで、編集または変更したメディア・コンテンツ・ファイルにマークするか、そ
れらの対応するデバイスにフラグと共に保存することができる。新しいメディア・コンテ
ンツに印を付ける、および／またはクライアント・デバイスおよびソースを同期させるか
否か判定する別の方法も、本発明から逸脱することなく、用いることができる。
【００７５】
　所望であれば、本発明の少なくとも一部の例によれば、前述のシステム接続、新しいメ
ディア・コンテンツの検出、および／または新しいメディア・コンテンツのコピーのステ
ップは、クライアント・デバイスおよび／またはソースによって自動的に、例えば、背景
スレッドにおいて実行することができ、ユーザの入力によって活動を開始したり、起動し
たり、指令しなくてよい。ユーザまたはシステム・オペレータの視点からは、ユーザまた
はシステム・オペレータの側では何の行動もせずに、単に、メディア・コンテンツの最新
バージョンが自動的にクライアント・デバイスおよび／またはソース上に現れる。別の例
として、所望であれば、ユーザまたはシステム・オペレータに、デバイスの１つに期限切
れのメディア・コンテンツ・ファイルが存在することを知らせ、このコンテンツを更新す
べきか否か、他方のデバイスに含まれるそれぞれのメディア・コンテンツ・ファイルに基
づいて、問い合わせることができる。

Ｃ．ディジタル権利管理の態様
　著作権および／または使用許諾の制約のために、ユーザは少なくとも一部のメディア・
コンテンツのコピーを生成および／または使用する許可を有さない、またはその許可が制
約される場合がある。本発明の更に別の態様は、ソース上に存在し、クライアント・デバ
イスへコピーするために潜在的に入手可能なメディア・コンテンツに伴うディジタル権利
管理問題に関する。
【００７６】
　本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は、少なくとも一部の場合では
、最初に、第１メディア・ソース上で複数のメディア・コンテンツ・ファイルを受信する
。メディア・ソース（またはその他のシステム）は、情報を（例えば、メタデータまたは
その他のデータ）を個々のメディア・コンテンツ・ファイルと共に判定および／または格
納し、ディジタル権利管理問題が、ユーザがこれら個々のメディア・コンテンツ・ファイ
ルのコピーを受信生成できることを制限するか否か示すことができる。場合によっては、
ユーザは、クライアント・デバイスを用いてシステムに入り、ソースから１つ以上のメデ
ィア・コンテンツ・ファイルをダウンロードしようとすることもある。ユーザは、データ
を入力して、クライアント・デバイスにコピーするために、１つ以上の個々のメディア・
コンテンツ・ファイルを選択することができる。
【００７７】
　ディジタル権利管理問題によるコピー制限がない（コピー制限無し等のような）メディ
ア・コンテンツ・ファイルを選択した場合、本発明の例によるシステムおよび方法は、単
に、選択したメディア・コンテンツ・ファイルをクライアント・デバイスにコピーする処
理を進めればよい。しかしながら、選択したメディア・コンテンツ・ファイルにディジタ
ル権利管理問題によるコピー制限がある場合（例えば、ソースにファイルと共に格納され
たメタデータによって証明されるように）、ディジタル権利管理問題が解決するまで、お
よび／またはシステムが、特定のコピー動作がコンテンツのコピーに関して認められてい
る制約の範囲内に該当すると判断するまで（例えば、メディア・コンテンツをコピーする
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許諾が著作権所有者から得られるまで、システムが元の許諾におけるコピー制限を満たす
と判断するまで、等）、コピーを行ってはならない。したがって、選択したメディア・コ
ンテンツ・ファイルの少なくとも一部に、ディジタル権利管理問題によるコピー制限があ
る場合、ファイルをクライアント・デバイスにコピーする前に、本発明の少なくとも一部
によるシステムおよび方法は、選択したメディア・コンテンツ・ファイルをコピーする許
諾を得る方向で、またはあるいはそれ以外の方法でディジタル権利管理問題を確実に解決
する方向で、少なくとも１つの策を講じるとよい。
【００７８】
　コピー許諾を得る取り組み、または未解決のディジタル権利管理問題を解決する取り組
みには、本発明から逸脱することなく、種々の策を講じることができる。例えば、第１ス
テップとして、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は、例えば、コピ
ーを行う前に、クライアント・デバイスのユーザに、許諾を得る必要性を助言することが
できる（これによって、所望であれば、ユーザに対する許諾を得る残りの作業を放棄する
）、別の例として、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法は、オンライ
ン・インターネットまたはその他の接続を通じて、必要な許諾を得る取り組みを進めるこ
とができる。許諾を取得するのに成功した場合、本発明の少なくとも一部の例によるシス
テムおよび方法は、次に、選択した１つ以上のメディア・ファイルの内許諾が得られたメ
ディア・ファイルを、クライアント・デバイスにコピーする処理を進めることができる。
所望であれば、本発明の少なくとも一部の例によれば、オンラインで許諾を取得するステ
ップは、ユーザの入力やプロセスの開始もなく、自動的に開始して進めて行き、この取り
組みがユーザに対して透明であるようにすることができる（許諾を取得する試みが失敗に
終わった場合、またはユーザの入力が必要な場合（例えば、許諾のある種の条件を受け入
れるために）、許諾を取得するおよび／またはその入力を得る取り組みをユーザに助言す
ることができる。
【００７９】
　一部の著作権許諾は、コピー数に対する制約であるが、いずれの個々のコピーをいずれ
の特定のデバイスに提出することについては制限しない。したがって、状況によっては、
ディジタル権利管理問題を解決する策は、選択した１つ以上のメディア・ファイルを第１
メディア・ソースから「チェック・アウト」し、これら選択した１つ以上のメディア・コ
ンテンツ・ファイルをクライアント・デバイスにチェック・インすることを含む場合もあ
る。このような構成では、一旦チェック・アウトしたなら、これらの選択したメディア・
コンテンツ・ファイルの入手可能なコピーはソース上に残っていないが、許可されたコピ
ーはクライアント・デバイスに残っている。したがって、その同じ選択したファイルをソ
ースから別のクライアント・デバイスにコピーできるようになる前に、クライアント・デ
バイスからこれをチェック・アウトし、ソースに再度チェック・インしなければならない
（任意に、所望であれば、このクライアント・デバイスから別のクライアント・デバイス
に、および／または発信元であるソース以外のソースにチェック・アウトすることができ
る）。このように、選択したコンテンツ・ファイルにコピーの制約がある場合、その１つ
のコピー（または許可された数のコピー）がアクティブであり、いずれの所与の時点にお
いてもユーザに入手可能であり続ける。勿論、この手順は、著作権許諾が所定の制限した
数のコピーを許可する状況にも拡大することができる。
【００８０】
　別の手順例として、ディジタル許可管理制限、問題、および／または制約があるファイ
ルを転送する、またはクライアント・デバイスに入手可能としてもよいが、クライアント
・デバイスがファイルにアクセスしようとしたとき（例えば、コンテンツを再生または表
示するために）、ユーザに、許諾が必要であることを助言すればよい。この時点で、少な
くとも一部のシステムおよび方法の例によれば、ディジタル権利管理問題を解決する策を
講じることができる（例えば、許諾を取得する、クライアント・デバイスをメディア・ソ
ースの販売業者に接続させ、許諾料またはメディア・コンテンツへのアクセス料を支払わ
せ、ユーザ・アカウントおよび／またはクレジット・カードの請求を許可させる等）。
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【００８１】
　勿論、ディジタル権利管理問題を処理即ち解決する別の方法も、本発明から逸脱するこ
となく、用いることができる。例えば、所望であれば、クライアント・デバイスへのコピ
ーのために入手可能とするメディア・コンテンツ・ファイル（例えば、ソースによってク
ライアント・デバイスに対して発行および／または特定したファイル）を、コピー許諾を
必要としないメディア・コンテンツ・ファイルに限定することができる。別の例として、
入手可能なメディア・コンテンツのリストを発行する際、再生成権利が制限または制約さ
れているメディア・コンテンツ・ファイルおよび／または再生成権利がないメディア・コ
ンテンツ・ファイルを含ませないように、および／またはこれらの選択を許可しないよう
にリストを設計するとよい。許諾の中には、メディア・コンテンツをロードすることがで
きるデバイスの数に制約を設ける場合があり、このような制限は、本発明によるシステム
および方法によって、自動的に添付することができる（例えば、ソースが、ファイルがコ
ピーされた回数を追跡し続け、許諾制限に達したときにそれ以上のコピーを許可せず、許
可された数のコピーを全てチェック・アウトする等による）。他の許諾には、メディア・
コンテンツを別のデバイスにコピーすることを許可する場合もあるが、時間期間が限定即
ち制限されており、このような制限も、本発明によるシステムおよび方法によって自動的
に添付することができる（例えば、ある時間期間または日付の後には、クライアント・デ
バイス上の特定のメディア・コンテンツ・ファイルへのアクセスを許可しないことにより
、ある期間または日付の後にはクライアント・デバイスからメディア・コンテンツを自動
的に削除することにより、等）。また、自動的に処理を進める代わりに、特定のメディア
・コンテンツに関するあらゆる制約についてユーザに助言し、コピー動作を完了する前に
、これらの制約を「受け入れ」なければならないようにしてもよい。また、コンテンツ、
その使用、および／またはそのコピーに影響を及ぼすあらゆる制約に関して判断を行うよ
うに、ユーザを促してもよい。あるいは、所望であれば、「発見した」リストが自動的に
、制約のあるコンテンツを弾き出し、ユーザがそれに対処する必要性を全くなくしてもよ
い。

Ｖ．結論
　本発明の種々の例についてこれまで説明したが、本発明はその範囲内において、これら
の例の組み合わせおよび下位の組み合わせ全てを含むことは、当業者には言外のはずであ
る。加えて、以上の例は単に本発明の種々の態様を例示したに過ぎないことは、当業者に
は認められよう。添付した特許請求の範囲に定めた発明の要旨および範囲から逸脱するこ
となく、種々の変更や修正も可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】図１は、例えば、本発明の少なくとも一部の例によるメディア・コンテンツ・ソ
ースおよび／またはクライアント・デバイスとして用いることができる、汎用ディジタル
計算環境の模式図を示す。
【図２】図２は、例えば、本発明の少なくとも一部の例によるメディア・コンテンツ・ソ
ースおよび／またはクライアント・デバイスとして用いることができる、ペンを用いたパ
ーソナル計算（ＰＣ）環境を示す。
【図３】図３は、本発明の少なくとも一部の態様を実用化することができる、システムお
よび／ネットワークを示すブロック図を含む。
【図４】図４は、本発明の少なくとも一部の態様を実用化することができる、システムお
よび／ネットワークを示すブロック図を含む。
【図５】図５は、本発明による一部の方法の例の動作を示すフロー図を含む。
【図６】図６は、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび／または方法の使用
中における種々の時点に提供することができるユーザ・インターフェースの例を示す。
【図７】図７は、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび／または方法の使用
中における種々の時点に提供することができるユーザ・インターフェースの例を示す。
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【図８】図８は、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび／または方法の使用
中における種々の時点に提供することができるユーザ・インターフェースの例を示す。
【図９】図９は、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび／または方法におい
て用いることができるアーキテクチャの一例を示す。
【図１０】図１０は、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法の使用中に
おける種々の時点で提供することができるユーザ・インターフェースの更に別の例を示す
。
【図１１】図１１は、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法の使用中に
おける種々の時点で提供することができるユーザ・インターフェースの更に別の例を示す
。
【図１２】図１２は、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法の使用中に
おける種々の時点で提供することができるユーザ・インターフェースの更に別の例を示す
。
【図１３】図１３は、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法の使用中に
おける種々の時点で提供することができるユーザ・インターフェースの更に別の例を示す
。
【図１４】図１４は、本発明の少なくとも一部の例によるシステムおよび方法の使用中に
おける種々の時点で提供することができるユーザ・インターフェースの更に別の例を示す
。

【図２】

【図３】

【図４】
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